
京都市告示第   号 

京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び京都市職員の公正な職務

の執行の確保に関する条例に基づき、人事行政の運営の状況、本市職員の公正な職務

の執行の確保に関する状況等を取りまとめた「京都市人事行政白書」を公表します。 

令和５年９月２１日   

京都市長 門川 大作   

３２７



 

京都市人事行政白書 

 

 

○ 京都市人事行政の運営等の状況（職員の任用や人事評

価、給与、勤務条件、服務等） 

○ 京都市職員の倫理の保持に関する状況 

○ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する状況 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 

 



 
本書は、京都市における人事行政に関する以下の状況を取りまと

め、市会に報告するとともに、市民の皆様に分かりやすくお知らせ

するものです。 

 

・ 「地方公務員法」に基づく京都市における等級等ごとの職員

数の公表 

・ 「京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基

づく京都市における職員の任用や人事評価、給与、勤務条件、

服務などの状況 

・ 「京都市職員の倫理の保持に関する条例」に基づく職員の職

務に係る倫理の保持に関する状況 

・ 「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基

づく職員が受けた要望等の件数及びその概要並びに不正な

要望等に対して講じた措置等 
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第Ⅰ部 

人事行政の運営の状況 
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第 1章 職員の任免及び職員数に関する状況 

「地方公務員法」では、職員に欠員が生じた場合、採用、昇任などの方法により職員を

任命することができるとされています。 

なお、職員の採用や昇任などは、受験成績や人事評価などの能力の実証に基づいて行う

ものとされています。 

 

１ 職員の採用の状況 

採用とは、現在職員でない者を職員に任命することをいいます。 
令和４年度における職員の採用状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 事務職 技術職 
免許・ 

資格職等 

技能・ 

労務職 
消防職 教育職 合計 

市長部局等 165 24 49 4 0 0 242 

消 防 局 0 0 0 0 29 0 29 

交 通 局 2 1 2 0 0 0 5 

上下水道局 3 9 0 0 0 0 12 

教育委員会 23 0 0 0 0 228 251 

合計 193 34 51 4 29 228 539 

 （注）１ 市長部局等とは、環境政策局や行財政局などの市長が所管する事務部局、市会事務局や

行政委員会（監査委員、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会）の事務局をいいます。 

 ２ 技術職とは、土木、建築、電気、機械などの技術的な業務に従事する職員をいいます。 

 ３ 免許・資格職等とは、医師、看護師、薬剤師などの免許・資格を必要とする職員及び心理

職員などの特殊かつ専門的な職務に就く職員をいいます。 

 ４ 技能・労務職とは、機器の運転操作やごみの収集、庁舎の監視などの業務に従事する職員

をいいます。 

 ５ 消防職とは、消防署等で、消火・救助活動などに従事する職員をいいます。 

 ６ 教育職とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、総合支援学校などで教育に携わる職員

をいいます。 
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２ 職員の昇任・降任の状況 

昇任とは、職員を現在の職よりも上位の職に任命することをいい、降任とは、職員を現

在の職よりも下位の職に任命することをいいます。 
令和４年度における職員の昇任・降任の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 
昇   任 

降任 
係長級 課長補佐級 課長級 部長級 局長級 

市長部局等 114 89 67 32 9 11 

消 防 局 23 20 12 6 2 0 

交 通 局 11 6 6 1 0 0 

上下水道局 9 11 4 3 0 2 

教育委員会 13 8 6 3 1 0 

合 計 170 134 95 45 12 13 

 

３ 職員の退職の状況 

令和４年度における職員の退職の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 定年退職 特例退職 
自己都合 

退職 
その他 合計 

（参考） 

３ 年 度 

市長部局等 215 46 103 10 374 377 

消 防 局 43 4 13 0 60 61 

交 通 局 26 6 25 2 59 53 

上下水道局 52 6 9 3 70 39 

教育委員会 195 27 107 4 333 311 

合 計 531 89 257 19 896 841 

（注）１ 特例退職とは、50歳（管理用務員の場合 53歳、医師等の場合 55 歳）以上、定年退職前に

早期退職した者で、市長が特に適当と認める者をいいます。 

２ 「その他」は、死亡退職、分限免職、懲戒免職等です。 
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４ 職員数の状況 

⑴ 実人員数 

ア 各年度４月１日現在の職員数 

（単位：人） 

区 分 

職員数 （参考）会計年度任用職員 

４年度 ５年度 

対前年度 

増減数 

（△：減） 

４年度 ５年度 

対前年度 

増減数 

（△：減） 

市長部局等 
7,114 

(571) 

7,007 

(564) 

△107 

(△7) 
232  226 △6 

消 防 局 
1,550 

(105) 

1,521 

(93) 

△29 

(△12) 
0 0 0 

交 通 局 
1,740 

( 63) 

1,690 

( 76) 

△50 

( 13) 
13 5 △8 

上下水道局 
1,039 

(86) 

998 

(124) 

△41 

(38) 
3 4 1 

教育委員会 
6,979 

(357) 

6,898 

(357) 

△81 

(0) 
481 485 4 

合  計 
18,422 

(1,182) 

18,114 

(1,214) 

△308 

(32) 
729 720 △9 

（注）１ 職員数は、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除いた一般職の数です。  

２ （ ）内は、再任用職員（本市退職職員のうち、在職中の知識や経験を活用し、一般職

の地方公務員として職務に従事する者）で、外数です。 

３ 消防局の職員数は、初任教育（※）中の消防職員を除いています。 

※ 初任教育とは、新たに採用された消防職員に対して、職務に必要な規律や基礎知識、

技術などを修得させる教育であり、全寮制の消防学校で実施しています。 

４ 会計年度任用職員については、地方公務員法第 58 条の２に基づき、一般職員と同じ勤

務時間の会計年度任用職員の数のみを計上しています。 
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イ 行財政改革計画に掲げる職員数適正化の進捗状況 

  職員数の適正化については、これまでから職員数削減の具体的な数値目標を定め、

徹底した取組を進めてきました。 

令和３年度に策定した行財政改革計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）では、

一般会計等で 550 人以上の職員数を削減することを目標に掲げており、令和５年度

までの削減数は 481 人となっています。 

今後も、市民のいのちと暮らしを守るために必要な執行体制を確保しつつ、事業見

直し、民営化、デジタル化等による業務効率化などにより、職員数の適正化に努めま

す。 

 

（単位：人） 

 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 合計 

増減数 △116 △208 △157 － － △481 

 

  



- 5 - 
 

 ⑵ 定員管理調査における職員数等 

定員管理調査とは、地方公共団体の職員数の実態を把握するため、当該年度の４月

１日を基準日として、総務省が毎年行っている調査です。 

なお、職員数の調査手法が異なるため、３ページ「４ 職員数の状況 ⑴ ア」とは、

一致しません。 

 

 ア 定員管理調査における部門別職員数の状況と主な増減理由 

（単位：人） 

 （注）１ 職員数は、一般職に属する職員数です（会計年度任用職員を除く。）。 

 ２ 臨時的任用職員については、勤務時間が他の一般職と同様に定められている者で、その

勤務した日が 18 日以上ある月が調査時点において引き続き 12 月を超える職員のみ計上

しています。 

    区 分 

部 門 

職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

４年度 ５年度 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

議 会 37 38 1 （増） 

 移住・定住の促進に係る体制強化 

 文化と経済の好循環の創出に係る体制強化 

 脱炭素先行地域づくりの推進に係る体制強化 

 児童相談所の体制強化 

 
（減） 
 保育所民間移管に係る体制見直し 

新型コロナ感染症対応及びワクチン対応に係る体制見直し 

技能労務職の退職等不補充 

総 務 1,460 1,423 △37 

税 務 562 562 0 

労 働 1 1 0 

農林水産 109 105 △4 

商 工 143 145 2 

土 木 1,221 1,216 △5 

民 生 2,019 1,981 △38 

衛 生 1,698 1,668 △30 

計 7,250 7,139 △111 
<参考> 

人口１万人当たり職員数 49.49 人 

教育部門 8,404 8,354 △50 
（減） 

 業務執行体制の見直し等 

消防部門 1,685 1,652 △33 
（減） 

交替制の勤務体制の見直し等に伴う配置人員の減  

小 計 17,339 17,145 △194 
<参考> 

人口１万人当たり職員数 118.86 人 

会 

計 

部 

門 

公 

営 

企 

業 

等 

交 通 1,803 1,768 △35 （増） 

臨時的任用職員の増 
 
（減） 
 市バス減便等に伴う体制見直し 
 民間活力の導入などによる業務執行体制の見直し等 

水 道 636 641 5 

下水道 494 491 △3 

その他 381 379 △2 

小 計 3,314 3,279 △35 

合 計 20,653 20,424 △229 
<参考> 

人口１万人当たり職員数 141.60 人 
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 イ 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在） 

 
（単位：人） 

区 分 
20 歳 

未満 

20～

23 歳 

24～

27 歳 

28～ 

31 歳 

32～ 

35 歳 

36～ 

39 歳 

40～ 

43 歳 

44～ 

47 歳 

48～ 

51 歳 

52～ 

55 歳 

56～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
合 計 

職員数 26 610 1,790 2,082 2,241 2,108 2,005 2,152 2,304 1,876 1,857 1,373 20,424 

 

 

ウ 職員数の推移                          (単位：人) 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

20歳

未満

20～

23

24～

27

28～

31

32～

35

36～

39

40～

43

44～

47

48～

51

52～

55

56～

59

60歳

以上

構成比

  年 度 

 

部門別 

30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

過去５年間 

の増減数 

（％） 

一般行政 7,348 7,333 7,249 7,334 7,250 7,139 
△209 

(△2.8％)

教 育 7,506 7,419 7,444 8,429 8,404 8,354 
848 

(11.3％)

消 防 1,807 1,798 1,796 1,740 1,685 1,652 
△155 

(△8.6％)

普通会計 

計 
16,661 16,550 16,489 17,503 17,339 17,145 

484 

(2.9％)

公営企業等会計 

計 
2,936 2,937 3,372 3,381 3,314 3,279 

343 

 (11.7％)

合 計 19,597 19,487 19,861 20,884 20,653 20,424 
827 

(4.2％)
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第２章 職員の人事評価の状況 

人事評価とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職

務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評

価のことです。 

本市では平成 18 年度から、部・課長級の職員を対象として、能力評価と目標管理の手法

を導入した業績評価で構成する人事評価制度を実施しました。 

平成 22 年度には、これまでの評価制度を見直し、職員の育成と組織の活性化を目的に、

対象を全職員に拡大して、職階に応じた共通の基準に基づく評価制度を試行し、平成 23 年

度から制度実施しています。 

 

１ 人事評価制度の状況 

⑴ 評価の方法 

人事評価は、「行動評価」と「業績評価」により行います。 

行動評価 

職員の職制上の段階（標準的な職）に応じて、任命権者が発揮を求める行動（標準

職務行動）を明示し、これに基づいて定める評価項目に、実際の職務行動を照らして

評価します。 

業績評価 

職員ごとに個別具体的な目標を設定し、これに照らして実際の成果を評価します。 

 

⑵ 対象者 

区 分 内  容 

被評価者 

全ての職員を対象とすることを基本とします。ただし、次に該当する職員は

対象外とします。 

① 臨時的任用職員及び嘱託職員 

② 会計年度任用職員Ｂ及び一週平均の正規勤務日数が１日未満の会計年度

任用職員Ａ・Ｃ（いわゆる随時的な勤務の会計年度任用職員） 

③ 休職、休業等により評価期間に勤務実績がない職員 

評 価 者 

１次評価者 

被評価者の直属の上司（課長級以上）とし、職場でのミーティングや面談

等、制度運用の中心となるとともに、日々の職務行動や業務の達成状況を踏ま

えて、基準に従い評価します。 

２次評価者 

１次評価者の直属の上司とし、１次評価を確認し、不均衡等があると認めら

れる場合、調整を行います。 
 

被評価者 １次評価者 ２次評価者 

部長級 局長級 

課長級 部長級 局長級 

係長級～係員級 課長級 部長級 
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⑶ 評価期間 

各年度４月１日から翌年３月 31 日まで 

 

⑷ その他 

局長級については、局区運営方針等の取組等を踏まえて、局区の運営状況について自

己申告し、副市長が評価します。 

 

２ 人事評価結果の活用状況 

管理又は監督の地位にある職員については平成 24 年度から、その他の職員については

平成 25 年度から、人事評価の結果を翌年度の１月１日の昇給及び勤勉手当の支給率に反

映させています。 

勤務実績が良くない職員に対しては、平成 29 年度から、職務改善のための研修を実施

しています。 

また、全職位への昇任・昇格について、令和５年度の人事評価結果から活用することと

しています。 

 

⑴ 昇給への反映状況 

ア 管理又は監督の地位にある職員（管理職員） 

( ア ) 対象者 

成績優秀者 

職制上の段階ごとに、人事評価の上位区分の者の中から 10％

の範囲内で決定 

【局長級】 

 Ａ、Ｂ、Ｃの３段階のうち、Ａ評価の者 

【部課長級】 

業績評価、行動評価のいずれもが、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 

５段階のうち、Ｓ又はＡ評価の者 

成績不良者 

人事評価の最下位区分の者 

【局長級】 

 Ａ、Ｂ、Ｃの３段階のうち、Ｃ評価の者 

【部課長級】 

 業績評価、行動評価のいずれかが、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 

５段階のうち、Ｄ評価の者 

※ ⑵ア(ｱ)において同じ。 

(イ) 反映の内容 

成績優秀者 

翌年度の昇給の号給数を、通常の昇給に２号給（55 歳超の職員

等にあっては、１号給）を加えた号給数とします（令和５年度

の人事評価結果から活用）。 

成績不良者 翌年度の昇給を停止します。 

 

イ その他の職員（一般職員） 

( ｱ ) 対象者 

行動評価における個別評語の合計点が 24 点以下（満点：75 点）の者又は業績評



- 9 - 
 

価がＤの者 

( ｲ ) 反映の内容 

翌年度の昇給を停止します。 

 

（参考）昇給への反映状況一覧（令和４年４月２日から令和５年４月１日までにおける運用） 

活用している昇給区分 
管理職員 一般職員 

昇給可能

な区分 
昇給実績が

ある区分 
昇給可能

な区分 
昇給実績が 
ある区分 

上位、標準、下位の区分     

上位、標準の区分     

標準、下位の区分 ○  ○  

標準の区分のみ（一律）  ○  ○ 
 

⑵ 勤勉手当ヘの反映状況 

ア 管理又は監督の地位にある職員（管理職員） 

(ｱ) 対象者 

成績優秀者及び成績不良者 

( ｲ ) 反映の内容 

成績優秀者 
翌年度の手当の支給割合を、成績標準者に係る支給割合（※）

から 10％割増します。 

成績不良者 
翌年度の手当の支給割合を、成績標準者に係る支給割合（※）

から 30％減じます。 

※ 成績優秀者の割増分の原資を確保するため、成績標準者（成績優秀者及び成績不良者以

外の者をいう。）の支給割合を、条例に規定する支給割合から１％減じています。 

 

イ その他の職員（一般職員） 

( ｱ ) 対象者 

行動評価における個別評語の合計点が 24 点以下（満点：75 点）又は業績評価が

Ｄの者 

(イ) 反映の内容 

翌年度の手当の支給割合を、条例に規定する支給割合から 20％減じます。 

 

 

 （参考）勤勉手当ヘの反映状況一覧（令和４年度中における運用） 

活用している成績率 
管理職員 一般職員 

支給可能

な成績率 
支給実績が

ある成績率 
支給可能

な成績率 
支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○    

上位、標準の成績率  ○   

標準、下位の成績率   ○  

標準のみの成績率（一律）    ○ 
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⑶ 勤務実績が良くない職員に対する研修等 

行動評価における個別評語の合計点が 24 点以下又は業績評価がＤの者等に対して

は、翌年度に「職務改善プログラム（以下「プログラム」という。）」に基づく研修を実

施しています。 

プログラムに基づく研修を２年連続受けたうえで、なお、直近の人事評価結果におい

て、行動評価における個別評語の合計点が 24 点以下又は業績評価がＤの者等について

は、分限処分の対象となります。 
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第３章 職員の給与の状況 

本市職員の給与は、国と他の地方公共団体の職員の給与や民間の給与、生計費などを考

慮して、市会の議決を経て定められています。 

 

１ 人件費等の状況 

⑴ 人件費の状況 
人件費とは、職員への給料や各種手当をはじめ、市長や市会議員などの特別職に支給

された給料、報酬等に要した経費のことをいいます。 

人件費の令和４年度決算は、次のとおりです。 

ア 普通会計部門（市長部局等、消防局及び教育委員会）の状況 

住民基本台帳人口 

（令和５年１月１日時点） 

（人） 

歳出額 

（Ａ） 

（千円） 

実質収支 

 

（千円） 

人件費 

（Ｂ） 

（千円） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（％） 

３年度 

の人件費率 

（％） 

1,385,190 946,554,582 7,706,629 161,788,894 17.1 15.4

（注）１ 普通会計とは、地方公共団体間の財政規模や状況などを相互比較できるよう、統一的

な基準で整理された会計区分で、一般会計（ごみ収集や福祉事業、教育に係る費用など、

京都市の基本的な業務を行うための経費等で構成された会計区分）とは異なります。 

２ 実質収支とは、当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額から、翌年度に

繰り越した支払いや未納金など、本来はその年度に計上されるべき支出や収入について

差し引いた実質的な収支の差額です。 

３ 人件費及び人件費率には会計年度任用職員への給料及び各種手当を含みます。 

イ 公営企業の状況 

区 分 

収益的支出 

 （Ａ） 

 （千円） 

純損益 

 

（千円） 

人件費 

（Ｂ） 

（千円） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（％） 

３年度 

の人件費率 

（％） 

交
通
局 

自動車運送事業 20,506,089 △791,450 8,514,374 41.5 41.7 

高速鉄道事業 30,740,672 △678,095 5,573,495 18.1 18.6 

上
下
水
道
局 

水 道 事 業 27,808,845 3,566,637 5,023,797 18.1 18.4 

公共下水道事業 44,055,943 3,403,903 3,381,639 7.7 8.1 

 （注）１ 収益的支出とは、企業の経営活動に伴い発生する全ての費用のことをいいます。 
 ２ 純損益とは、企業の経営活動の結果として得た収入から、その収入を得るためにかか

る費用を差し引いたものをいいます。 
 ３ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費（交通局なし、上下水道局 2,243,815 千円）につ

いては含みません。 

 ４ 人件費及び人件費率には会計年度任用職員への給料及び各種手当を含みます。 
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⑵ 職員給与費の状況 

給与とは、給料や扶養手当、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当など  

各種手当の総額から退職手当を除いたものです。 

令和４年度決算における給与費の状況（普通会計部門については臨時的任用職員分

を含む。）は、次のとおりです。 

なお、職員数は、普通会計に属する職員の人数であり、３ページ「４ 職員数の状況 

⑴ アとは、一致しません。 

ア 普通会計部門（市長部局等、消防局及び教育委員会）の状況 

職員数 

（Ａ） 

（人） 

給  与  費（千円） 
１人当たり 

給 与 費 

（Ｂ／Ａ） 

（千円） 
給料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 

合 計 

（Ｂ） 

 

 

17,339 65,888,915 18,266,022 28,493,997 112,648,934 6,497          

（注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

２ 職員数は、令和４年４月１日現在の人数です。再任用職員（短時間勤務）及び会計

年度任用職員は含みません。 

３ 給与費については、再任用職員（短時間勤務を含む）の給与費を含み、会計年度任

用職員は含みません。 

イ 公営企業の状況 

区 分 

職員数 

（Ａ） 

（人） 

給 与 費（千円） 
１人当たり 

給 与 費 

（Ｂ／Ａ） 

（千円） 
給料 職員手当 

期末・勤

勉手当 

合 計 

（Ｂ） 

交 

通 

局 
自 動 車 

運送事業 
1,121 3,377,605 1,823,302 1,483,195 6,684,102 5,963 

高速鉄道 

事  業 
649 2,213,792 1,136,049 1,006,481 4,356,322 6,712 

上
下
水
道
局 

水道事業 629 2,439,903 856,921 1,092,045 4,388,869 6,978 

公共下水 

道 事 業 
478 1,876,816 670,455 832,737 3,380,008 7,071 

（注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

２ 職員数は、令和５年３月 31 日現在の人数であり、同日付けの退職者数を含みます。 

３ 職員数及び給与費には、会計年度任用職員を含みません。 
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⑶ ラスパイレス指数の比較（直近４箇年） 

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を 100 とした場合の地方公務員の給料水

準を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ラスパイレス指数が 100 を上回っていることは、給料が国家公務員と比べて高いことを示

していますが、ラスパイレス指数は給料のみの比較であり、給料以外の諸手当も含む本市職

員の給与水準は、国家公務員より低い状況にあります（16ページ「２ 平均給与及び初任給

の状況」参照）。 

また、本市職員の給与については、市内民間事業所における給与水準等を考慮した毎年の

本市人事委員会からの勧告及び報告を踏まえ、適正な水準であるよう、適宜必要な見直しを

行っています。 

２ （ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパ

イレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比

較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数（補正前のラスパイレス

指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）

により算出）のことです。 

 

⑷ 令和４年度給与改定の状況 

ア 月例給 

人事委員会の勧告 
給 与 

改定率 

（％） 

国 の 

改定率 

（％） 
民間給与 

（Ａ） 

（円） 

公務員給与 

（Ｂ） 

（円） 

較差 

（Ａ－Ｂ） 

（円） 

勧告（改定率） 

（％） 

395,015 394,907 
108  

(0.03％)
0 0 0.23% 

（注） 民間給与・公務員給与とは、人事委員会勧告において、公民の４月分の給与額をラス

パイレス比較した平均給与月額であり、給与の減額措置がないものと仮定した場合の額

です。 
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イ 特別給（期末・勤勉手当） 

（単位：月） 

人事委員会の勧告 
年間支給 

月 数 

国の年間 

支給月数 
民間支給割合 

（Ａ） 

公務員支給月数 

（Ｂ） 

較差 

（Ａ－Ｂ） 

勧告 

（改定月数） 

4.42 4.30 0.12 0.10 4.4 4.4 

（注） 民間支給割合は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、公務員支

給月数は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

⑸ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】 

国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等が実施されました。 

本市における給与制度の総合的見直しは、次のとおりです。 
ア 給料表の見直し 

行政職給料表について、本市人事委員会勧告に基づき、国に準じた見直しを実施し、

水準を平均２％引き下げました。市内民間事業所従業員との給与差を考慮し、若年層

については引下げを行わず、高齢層職員については、最大で４％引き下げました。激

変を緩和するため、３年間（平成 31 年３月 31 日まで）の経過措置（実施日前日の給

料月額との差額を支給する措置）を実施しました。 

他の給料表（医療職給料表を除く。）については、行政職給料表の見直しに準じた

見直しを実施しました。 

（給料表の改定実施日）平成 28 年４月１日 

 

イ 地域手当 

国基準 10％に対し、京都市においても 10％を支給しています。 

 

（参考：地域手当の支給割合）               （単位：％） 

区 分 平成 26 年度 
平成 27 年度 平成 28 年度以降の 

支給割合 ４月１日時点 遡及改定後 

国基準 10 10 10 10 

京都市 10 10 10 10 

 

ウ その他の見直し内容（平成 28 年４月１日実施） 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様の見直しを実施しまし

た。 

 

 

⑹ 給与減額措置の状況 

ア 一般職の状況 
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災害や新型コロナウイルス感染症などの緊急の事態に際して、機動的に市民のいの

ちと暮らしを守る財源を確保するため、次の給与減額措置を実施しました。 

（単位：％） 

職員の区分 給料の減額率 減額期間 

局長級相当職員   6 
令和３年４月１日～ 

令和５年３月 31 日 
部長級相当職員 5.5 

課長級相当職員、校長相当職員   5 

課長補佐級及び係長級相当職員、 

教頭（幼稚園の教頭を除く。）相当職員 
  3 

令和３年７月１日～ 

令和４年 10 月 31 日 

令和４年 12 月１日～ 

令和５年３月 31 日 

その他の職員 

(１級相当の職員を除く｡) 
2.5 

 

イ 特別職の状況 

厳しい財政状況を踏まえ、市長をはじめとする特別職について、次の給与減額措置

を実施しています。 

（単位：％） 

職員の区分 
減額対象の給与の種類及び減額率 

減額期間 
給料 地域手当 期末手当 

市 長 30 30 30 
令和３年４月１日～ 

令和６年３月 31 日 
副市長 15 15 15 

常勤の監査委員  5  5  5 

教育長  6 - - 令和３年４月１日～

令和５年３月 31 日 公営企業の管理者  6 - - 

（ 注 ）１ 平成 21 年１月１日から令和３年３月 31 日までの間は、給料・地域手当・

期末手当を対象に、市長については 20％、副市長については 12％、常勤

の監査委員については５％の減額措置を実施しました｡ 

２ 市長及び副市長については、新型コロナウイルス感染症対応に係る財源

捻出のため、令和２年６月の期末手当について、減額率を以下のとおり引

き上げました。 

市 長: 20％ → 30％ 

副市長: 12％ → 20％ 

３ 市長については令和５年１月１日から３月 31 日までの間、子ども若者

はぐくみ局担当の副市長については令和５年１月１日から２月 28 日まで

の間、給料及び地域手当を対象に更に 30%（副市長にあっては 10%）の減額

措置を実施しました。 

４ 市会においても、これまでから議員報酬等の減額措置を実施しており、

令和４年度については、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの

間、議員報酬の 15％の減額措置を実施しました。 
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２ 平均給与及び初任給の状況 

⑴  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額等の状況 

本市職員のうち代表的な職種の令和５年４月１日現在における平均年齢等の状況は、

次のとおりです。 

ア 市長部局等、消防局及び教育委員会の状況 

（ア） 一般行政職 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

（円） 

京 都 市 43.0 328,283 432,897 385,221 

参 
 

考 

京 都 府 

(４年度) 
41.8 310,247 402,224 359,754 

国 

(４年度) 
42.7 323,711 － 405,049 

指定都市平均 

(４年度) 
41.8 318,310 431,588 378,248 

 （注）１ 平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。 

 ２ 平均給与月額とは、給料月額と諸手当（退職手当及び期末・勤勉手当を除く、全て

の手当）の額を合計したものです。 

 ３ 平均給与月額（国比較ベース）は、国家公務員と同じ基準で比較するため、給料、

扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当及び単身赴任手当の額を合計したもので

す。 

  各種手当の内容、支給額などは、21～31 ページの「３ 手当の状況」において記

載しています。 

 ４ 一般行政職とは、事務職員と土木や建築などの技術職員等をいいます。 
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（イ） 技能・労務職 

区 分 

公 務 員 民 間 

平均 

年齢 

(歳) 

職員数 

（人） 

平均給料 

月 額 

（円） 

平均給与 

月 額 

（円） 

平均給与月額 

(国比較ベース)

（円） 

対応する 

民 間 の 

類似職種 

平均 

年齢 

(歳) 

平均給与 

月額 

（円） 

京 都 市 54.3 930 335,162 399,761 378,655 － － － 

 まち美化 

業 務 員 
53.8 186 335,216 412,177 380,728 

廃棄物処理業 

従 業 員 
47.0 306,000 

給 食 

調 理 員 
55.4 191 345,109 390,076 385,366 調 理 士 43.3 283,800 

管 理 

用 務 員 
56.7 92 365,717 414,325 409,952 用 務 員 49.1 236,600 

京都府 

（４年度） 
57.1 124 357,137 404,468 388,613 

 
国 

（４年度） 
51.1 2,114 286,570 － 328,416 

指定都市平均 

（４年度） 
51.3 943 312,022 391,620 364,510 

（注）１ 民間のデータは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用し

ています（令和元年度から令和３年度の３箇年の平均）。 

２ 民間の「廃棄物処理業従業員」及び「用務員」のデータは全国平均、「調理士」の   

データは京都府平均のものです。なお、民間の類似職種とは、年齢、業務内容、雇

用形態（非正規労働者を含む。）、給与形態等が一致しているものではありませんの

で、単純に比較することはできません。 

 

（ウ） 幼稚園教育職・小学校教育職・中学校教育職・義務教育学校教育職 

区 分 平均年齢(歳) 平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 

京 都 市 40.3 338,426 422,660 

京 都 府 
（４年度） 

40.2 349,401 398,974 

指定都市平均 
（４年度） 

40.6 342,210 411,286 

 

（エ） 高等学校教育職・特別支援学校教育職 

 

 

 

 

 

 

区 分 平均年齢(歳) 平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 

京  都  市 41.8 338,495 431,233 

京  都  府 
（４年度） 

43.5 363,965 424,600 

指定都市平均 
（４年度） 

43.8 363,471 436,567 
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イ 公営企業の状況 

区 分 平均年齢（歳） 基本給（円） 平均月収額（円） 

交 通 局 44.5 306,137 520,863 

上下水道局 45.6 372,211 585,712 

（注）１ 基本給には、給料のほか、地域手当及び扶養手当を含みます。 

２ 平均月収額は、平均年収額を 12 で除したものであり、基本給のほか、退職手当を

除く全ての手当を含みます。 

 

（参考：バス事業運転士） 

区 分 

公 務 員 民 間 

平均 

年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

基本給 

（円） 

平均月収額 

（円） 

対応する 

民 間 の 

類似職種 

平均 

年齢 

（歳） 

平均月収額 

（円） 

京 都 市 
45.0 

(45.1)

849 

(853)

272,018 

(271,417)

468,024 

(466,167)
バス運転者 50.6 361,200 

指定都市平均 

（４年度） 
49.0 508 315,875 530,498  

（注）１ ( )内は、会計年度任用職員（パートタイム）を含みます。 

２ 民間のバス運転者のデータは、令和元年度から令和３年度までの各年度の賃金構

造基本統計調査（厚生労働省）における、京都府（企業規模 10 人以上）の数値の平

均です。なお、同調査における全国（企業規模 1,000 人以上）の令和元年度から令

和３年度までの平均年齢は 49.4 歳、平均月収は 424,600 円です。 

 

（参考：地下鉄事業運転士） 

区 分 

公 務 員 民 間 

平均 

年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

基本給 

（円） 

平均月収額 

（円） 

対応する 

民 間 の 

類似職種 

平均 

年齢 

（歳） 

平均月収額 

（円） 

京 都 市 
41.8 

(41.8)

174 

(174)

298,652 

(298,285)

510,344 

(509,435)

鉄道運転 

従事者 
40.0 525,100 

指定都市平均 

（４年度） 
44.8 － 340,388 565,571  

（注）１ ( )内は、会計年度任用職員（パートタイム）を含みます。 

２ 民間の鉄道運転従事者のデータは、令和元年度から令和３年度までの各年度の賃

金構造基本統計調査（厚生労働省）における、全国（企業規模 10人以上）の数値の

平均です。 

３ 指定都市平均のデータは、地下鉄事業運転士を含む、地下鉄事業全体のものです。 
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⑵  職員の初任給の状況 

本市職員のうち代表的な職種の令和５年４月１日現在における初任給の状況は、次

のとおりです。 

（単位：円） 

区 分 京都市 京都府 国 

一 般 

行 政 職 

大学卒 

 

190,000（※１） 194,200 
（総合職）189,700 

（一般職）185,200 

高校卒 154,100(※２) 160,900 154,600 

技能・労務職 
(18 歳) 

149,600～157,200 
－ － 

幼稚園教育職 

小学校教育職 

中学校教育職 

義務教育学校教育職 

210,600 216,900 － 

高等学校教育職 

特別支援学校教育職 
210,600 216,900 － 

（注） ※１は上級の一般事務職における初任給、※２は中級の一般事務職における初任給であ

り、京都府及び国の欄は、これに相応する試験区分及び職種の初任給です。 

 

⑶  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

本市職員のうち代表的な職種の令和５年４月１日現在における経験年数別・学歴別

平均給料月額は、次のとおりです。 
（単位：円） 

区 分 
経験年数 

10年 

経験年数 

20年 

経験年数 

25年 

経験年数 

30年 

一般 

行政職 

大学卒 275,345 362,544 393,808 417,671 

高校卒 222,800 335,830 355,717 377,016 

技能・ 

労務職 

高校卒 208,200 － 348,540 365,408 

中学卒 － － 329,975 348,340 

幼稚園教育職 

小学校教育職 

中学校教育職 

義務教育学校教育職 

300,261 379,722 407,133 420,641 

高等学校教育 職 

特別支援学校教育職 
300,730 382,904 413,747 414,592 

（注） 経験年数とは、職員として在職した期間のことですが、学校卒業から職員採用までの間

に、民間企業等での勤務経験がある場合には、職務に役立つ度合いに応じ、その期間を換算

したものを含めた期間となっています。 
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⑷  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在） 

 

 
 

 

⑸ 昇給への人事評価結果の反映状況 

８ページ「２ 人事評価結果の活用状況 ⑴」において記載しています。 
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３ 手当の状況 

職員には、「京都市職員給与条例」等に基づき、各種手当を支給しています。手当の種

類や主な職種への手当の支給状況は、次のとおりです。 

 

⑴ 期末手当・勤勉手当 

期末手当・勤勉手当とは、民間企業のボーナスに当たるものです。 

期末手当は職員の在職期間等に応じ、また、勤勉手当は職員の勤務成績に応じて支給

します。 

令和４年度の支給割合等は、次のとおりです。 

 

京都市 京都府 国 

期末手当    勤勉手当 

  2.40  月分    2.00  月分 

【2.00】月分  【2.40】月分 

（1.35）月分  （0.95）月分 

期末手当   勤勉手当 

2.40  月分  2.00  月分 

【2.00】月分 【2.40】月分 

（1.35）月分 （0.975）月分 

期末手当   勤勉手当 

2.40  月分  2.00  月分 

【2.00】月分 【2.40】月分 

（1.35）月分 （0.95）月分 

（加算措置の状況） 

・管理職    10～23％ 

・役職       5～20％ 

（加算措置の状況） 

・管理職    10～20％ 

・役職      5～20％ 

（加算措置の状況） 

・管理職    10～25％ 

・役職      5～20％ 

１人当たり平均支給年額  

市長部局等、消防局及び教育委員会 

1,699 円 

交通局      1,411 千円 

上下水道局      1,719 千円 

１人当たり平均支給年額 

1,586 千円 

（３年度）  

（注）１ 【 】内は、管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものに係る支給割合

です。 
２ ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

３ 管理職とは、京都市における管理又は監督の地位にある職員に該当する者をいいます。 

４ 役職とは、京都市における係長級以上の職員等に該当する者をいいます。 

 

勤勉手当への人事評価結果の反映状況は、９ページ「２ 人事評価結果の活用状況 ⑵」

において記載しています。 
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⑵ 退職手当 

退職手当とは、退職時に支給する一時金であり、退職時の給料月額に退職事由（定年、

自己都合等）に応じた支給率を乗じて算出しています。令和５年４月１日現在の支給月

数などは、次のとおりです。 

 

京都市 国 

 

勤続 20 年

勤続 25 年

勤続 35 年

最高限度額 

自己都合 

16.901月分 

21.592月分 

36.619月分 

47.709月分 

定年 

26.366月分 

33.899月分 

47.709月分 

47.709月分 

 

勤続 20 年

勤続 25 年

勤続 35 年

最高限度額 

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

定年 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

（その他の加算措置） 

定年前に早期退職した場合（特例退職） 

20％以内 

（その他の加算措置） 

定年前に早期退職した場合（定年前早期退職特例措置） 

45％以内 

1 人当たり平均支給額 

市長部局等、消防局及び教育委員会  13,043 千円 

交通局           10,284 千円 

上下水道局      17,807 千円 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給した平均額です。 

 

⑶ 地域手当 

地域手当は、給与に民間賃金の地域間格差を適切に反映させるために物価等も  

踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する手当です。 

令和５年４月１日現在の支給率等（支給実績は、令和４年度決算の数値）は、次のと

おりです。 

 

ア 市長部局等、消防局及び教育委員会 

支給実績（千円） 6,989,052 

支給職員１人当たり平均支給年額（円） 425,591 

支給対象地域等 支給対象職員数（人） 支給率（％） 国の支給率（％） 

京都市域 16,069 10 10 

東京都の特別区の区域内に存する勤務公署  10 20 20 

医師 26 16 16 
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イ 公営企業 

交 
 

通 
 

局 

支給実績（千円） 603,388 

支給職員１人当たり平均支給年額（円） 341,863 

支給対象地域 支給対象職員数（人） 支給率（％） 

京都市域 1,766 10 

上 

下 

水 

道 

局 

支給実績（千円） 461,384 

支給職員１人当たり平均支給年額（円） 410,850 

支給対象地域 支給対象職員数（人） 支給率（％） 

京都市域 1,109 10 

東京都の特別区の区域内に存する勤務公署  3 20 

茨城県つくば市内に存する勤務公署 1 16 

 

⑷ 特殊勤務手当 

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康などの特殊な勤務に従事する職員に支給

する手当です。 

令和５年度現在、特殊勤務手当には、次のものがあります。 

 

ア 市長部局等、消防局及び教育委員会 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

航 空 

業 務 手 当 
航空業務に従事する職員 

１回につき300円以内 

又は１時間900円以内 

又は月額120,000円以内 

消 防 特 殊 

業 務 手 当 

 

消防作業等に従事する職員 

 

１回につき2,000円以内 

又は１時間620円以内 

又は日額4,000円以内 

特 殊 現 場 

作 業 手 当 

特殊な現場における困難な業務に従事する

職員 
日額1,200円以内 

動 物 取 扱 

作 業 手 当 
動物の飼育、保管、処分等に従事する職員 

１回につき270円以内 

又は日額1,500円以内 

放射線取扱 

手 当 
放射線を照射する業務に従事する職員 日額230円以内 
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手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

保 健 医 療 

業 務 手 当 

公衆衛生又は地域医療に関する業務に従事

する職員 

１回につき1,000円以内 

又は日額1,500円以内 

社 会 福 祉 

業 務 手 当 

児童福祉法等の規定に基づく業務に従事す

る職員 

１回につき500円以内 

又は日額1,500円以内 

能 率 手 当 

特に精神的な緊張を強いられる勤務、作業

の質的な困難性が高い勤務、特に時間的な

負担が掛かる勤務等に従事し、高度の能率

を上げた職員 

１の年度を通じて給料月額

の12倍の100分の25以内 

隔 日 勤 務 

手 当 

正規の勤務が２日にわたり、その間24時間

拘束される職員 

１回につき給料月額の130

分の１以内 

変 則 勤 務 

手 当 

勤務時間の全部又は一部が深夜、早朝等著

しく変則的な時間に属する職員 

１回につき4,400円以内 

又は日額12,000円以内 

 

イ 公営企業 

(ア) 交通局 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ 

隔 日 勤 務 

手 当 

バス営業所における事務職員及び地下鉄駅

関係職員で、24時間交代勤務、営業時間交代

勤務に従事するもの 

勤務１回につき 

24時間交代勤務   600円 

営業時間交代勤務 500円 

仮 泊 手 当 地下鉄乗務員で、仮泊勤務に従事するもの 勤務１回につき600円 

中 休 仕 業 

勤 務 手 当 

バス運転士、地下鉄乗務員で、中休勤務（朝・

夕ラッシュ時に乗務する勤務）に従事する

もの 

10分につき45円 
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(イ) 上下水道局 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

特異性手当 
汚水や汚泥の処理（下水処理）作業や事業場

の排出規制物質の調査に従事する職員等 
日額300円～650円 

奨 励 金 
死獣処理（疏水路等における動物の死骸の

引き上げ・処理）業務に従事する職員 
１件につき500円 

能 率 手 当 市長部局等と同じ 市長部局等と同じ 

 

（令和４年度決算における支給実績） 

 
支給実績 

（千円） 

支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

（円） 

職員全体に占める 

手当支給職員の割合 

（％） 

手当の種類 

（手当数） 

市長部局等、 

消防局及び 

教育委員会 

885,788 144,101 35.5 10 

公

営

企

業 

交 通 局 97,610 71,144 77.7 4 

上 下 

水 道 局 
34,660 89,561 35.1 3 
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⑸  時間外勤務手当 

時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務した職員に支給する手当です。 

令和４年度決算における支給実績等は、次のとおりです。 

  

 

４年度 （参考）３年度 

支給実績 

（千円） 

支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

（円） 

支給実績 

（千円） 

支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額 

（円） 

市長部局等、 

消 防 局 及 び 

教 育 委 員 会 

2,568,255 288,244 2,884,314 317,202 

交 通 局 1,441,334 798,966 1,314,018 716,477 

上下水道局 549,503 562,439 575,567 575,567 

(注) 上下水道局については、市長部局等の休日勤務手当（29ページ参照）に相当する手当を

含めています。 

 

⑹  その他の手当 

令和５年４月１日現在、その他の手当には、次のものがあります。 

なお、支給実績は、令和４年度決算の数値です。また、[ ]内は国の状況で、当該

記載のない箇所は、京都市と同じです。 

 

ア 初任給調整手当 

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市長部局

等、消防

局及び教

育委員会 

医療職給料表の適用を受

ける職員で大学卒業の日

から原則として 37 年以

内に採用されたもの 

307,800 円以内 

[308,600 円以内] 

77,146 2,660,207 
行政職給料表の適用を受

ける医師等で大学卒業の

日から原則として 37 年

以内に採用されたもの 

50,500 円以内 

[50,800 円以内] 
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イ 扶養手当 

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

配偶者 

 

子 

 

父母等 

配偶者がない場合の扶養親族  

１人のみ 

15 歳に達する日後の最初

の４月１日から22歳に達

する日後の最初の３月 31

日までの間にある子 

6,500 円 

10,000 円 

6,500 円 

子 11,600 円、父母等 8,100 円 

[子 10,000 円、父母等 6,500 円] 

１人につき 5,000 円加算 

1,701,644 233,550 

交 通 局 市長部局等と同じ  284,316 262,526 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ  140,063 229,236 

 

ウ 単身赴任手当 

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

次の４つの支給要件を満たす職員に支給する。 

ア 勤務公署を異にする異動に伴い、住居を移転 

イ やむを得ない事情により同居していた配偶者

等と別居 

ウ 異動前の住居から異動後の勤務公署に通勤す

ることが通勤距離等を考慮して困難 

エ 単身で生活することを常況としている。 

基礎額 30,000 円 

加算額  職員の住居と配偶者の住居との間の交通

距離が 100km 以上の場合、その距離に応

じ 8,000 円～70,000 円 

10,271 410,840 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ 1,296 648,000 
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エ 通勤手当   

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

交通機関等利用者 

 全額支給限度        55,000 円 

交通用具使用者 

片道 

5 ㎞ 未満       2,000 円 

5 ㎞ 以上 10km 未満   4,200 円 

10km 以上 15km 未満   7,100 円(12,100 円) 

15km 以上 20km 未満 10,000 円(15,000 円) 

20km 以上 25km 未満 12,900 円(17,900 円) 

25km 以上 30km 未満 15,800 円(20,800 円) 

30km 以上 35km 未満 18,700 円(23,700 円) 

35km 以上 40km 未満 21,600 円(26,600 円) 

40km 以上 45km 未満 24,400 円(29,400 円) 

45km 以上 50km 未満 26,200 円(31,200 円) 

50km 以上 55km 未満 28,000 円(33,000 円) 

55km 以上 60km 未満 29,800 円(34,800 円) 

60km 以上          31,600 円(36,600 円) 

1,857,286 120,127 

交 通 局 市長部局等と同じ  223,280 138,254 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ  154,089 144,414 

（注）１ ( )内の額は、へき遠地に所在する勤務公署に勤務する者等の額 

２ 交通用具使用者のうち、自転車で通勤する職員は、その使用距離に応じて次の額を加算 

⑴ 片道５㎞未満      1,000 円 

⑵ 片道５km 以上 10km 未満       500 円 
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オ 住居手当 

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

ア 借家又は借間居住者で、家賃が 12,000 円を超

えるもの            27,000円以内 

 ※ 京都市内居住者は月額に 3,000 円を加算

(時限措置) 

イ 平成 28 年４月１日以降に、新たに京都市内に

住宅を新築又は購入した者（一の住居につき 60

月を限度に支給）(時限措置) 

                      10,500 円 

 

[借家又は借間居住者で、家賃が 16,000 円を超え

るもの                28,000 円以内] 

1,539,980 293,441 

交 通 局 市長部局等と同じ 141,430 286,296 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ 76,478 269,288 

 

カ 休日勤務手当 

 内容及び支給額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

正規の勤務として次に掲げる日に勤務した場合 

ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

イ １月１日・２日・３日及び 12月 29 日・30 日・ 

31 日 

勤務１日につき、勤務１時間当たりの給与額の 12

倍に相当する額以内 

 

[休日給として、勤務時間１時間につき勤務１時間

当り給与額の 100 分の 135 を支給] 

723,952 323,626 

(注) 上下水道局については、市長部局等の休日勤務手当に相当する手当を時間外勤務手当（26ペ

ージ参照）に含めています。 
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キ 夜間勤務手当 

 内容及び支給額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

正規の勤務として午後 10 時から翌日の午前５時

までの間に勤務した場合 

１時間につき、１時間当たりの給与額の 100 分の

35 

 

[１時間につき、１時間当たりの給与額の 100 分の

25] 

152,516 104,320 

交 通 局 市長部局等と同じ 122,757 92,022 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ 33,412 384,048 

 

ク 宿日直手当 

 内容及び支給額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合 

勤務１回につき 5,400 円以内 

（医師等については 23,000 円以内） 

[勤務１回につき 4,400 円 

（入院患者の病状の急変等に対処するための医師

等の当直勤務は 21,000 円以内）] 

8,045 13,431 

交 通 局 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合 

勤務 1 回につき 5,400 円以内 

－ － 

上 下 

水 道 局 

本来の勤務以外の勤務として宿直勤務又は日直勤

務をした場合 

勤務 1 回につき 5,400 円以内 

(管理者が特に必要があると認めるときは、給与

日額の３分の１に相当する額以内の額を加算) 

－ － 
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ケ 管理職手当 

 内容及び支給月額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定め

るもの 

給料月額の 100 分の 25 以内 

 

[俸給の特別調整額として、146,400 円以内] 

1,287,552 749,012 

交 通 局 
課長及びこれに準じる者以上の職員 

給料月額の 100 分の 25 以内 
44,203 982,289 

上 下 

水 道 局 

課長及びこれに準じる者以上の職員 

給料月額の 100 分の 25 以内 
75,621 982,090 

 

コ 管理職員特別勤務手当 

 内容及び支給額 
支給実績 

（千円） 

支 給 職 員 

１人当たり 

平均支給年額 

（円） 

市 長 部 局

等、消防局

及 び 教 育

委 員 会 

管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定め

るものが、次のア又はイのいずれかに該当する場

合において、任命権者が特に必要があると認める

とき 

ア 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により休日に勤務した場合 

 勤務１回につき 12,000 円以内 

イ 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要に

より休日以外の日の午前０時から午前５時まで

の間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務

した場合 

勤務１回につき 6,000 円以内 

15,059 19,999 

交 通 局 市長部局等と同じ 1,033 27,184 

上 下 

水 道 局 
市長部局等と同じ 870 16,731 
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４ 特別職の報酬等の状況 

市長や市会議員などの特別職職員の報酬等は、市会の議決を経て定められています。 

市長及び副市長には、給料、地域手当、期末手当及び退職手当を、議長、副議長及び議

員には、議員報酬及び期末手当を支給します。 

（令和５年４月１日現在） 

区 分 給料月額等 

給

料 

  指定都市における最高／最低額（４年度） 

市 長 973,000 円  

（1,390,000 円） 

1,599,000 円／500,000 円     

副市長 935,000 円  1,285,000 円／841,500 円     

 （1,100,000 円）  

議

員

報

酬 

議 長 1,120,000 円  1,179,000 円／779,000 円     

副議長 1,030,000 円  1,061,000 円／703,000 円     

議 員 960,000 円  953,000 円／648,000 円     

期

末

手

当 

市 長 

副市長 

 

（４年度支給割合） 

6 月期      1.625 月分 

12 月期      1.625 月分 

  計        3.25 月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（４年度支給割合） 

6 月期      1.625 月分 

12 月期      1.625 月分 

  計       3.25 月分 

退

職

手

当 

 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

市 長 

副市長 

給料月額×在職月数×100 分の 51 

給料月額×在職月数×100 分の 39.4 

34,027,200 円 

20,803,200 円 
退職時 

（注）１ 本市では、厳しい財政状況を踏まえ、平成 21 年１月１日から令和６年３月 31日まで（議

員は、平成 21年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで及び令和元年６月１日から令和５年

３月 31 日まで）給与減額措置を実施しています。給料の( )内は、減額措置を行う前の金

額です。 

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４

年＝48 月）務めた場合における退職手当の見込額です。 
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５ 級別職員数等の状況 

職員の給料は、職務の内容と責任の重さに応じて設けられた職務の級によって定めら

れています。 

市長部局等、消防局及び教育委員会の職員のうち、医師、薬剤師、看護師などを除いた

一般行政職の状況（令和５年４月１日現在）は、次のとおりです。 

 

区分 標準的な職 
職員数 

(人) 

構成比 

（％） 

１年前の 

構成比

（％） 

５年前の 

構成比 

（％） 

１号給の 

給料月額 

（円） 

最高号給の

給料月額 

（円） 

１級 係 員 768 13.5 13.5 13.2 136,300 270,700 

２級 係 員 1,101 19.4 18.3 18.2 183,800 333,900 

３級 主 任 1,619 28.5 29.0 30.3 217,400 380,000 

４級 係 長 1,402 24.7 24.9 24.5 264,000 409,100 

５級 課 長 569 10.0 10.2 9.9 313,800 470,200 

６級 
部 長 

副 区 長 
168 3.0 3.1 3.0 346,500 514,300 

７級 
局 長 

区 長 
52 0.9 0.9 0.9 389,900 573,100 

合計  5,679 100.0 100.0 100.0 ― ― 

（注）１ 標準的な職とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

２ 給料月額は、事務職員等に適用される行政職給料表について記載しています。 

３ 令和５年４月に課長補佐級（給料表の旧５級）を廃止したことに伴い、８級制から７級制

に移行しています。１年前及び５年前の構成比のうち４級の数値は、４級と旧５級の数値を

合算したものです。 
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６ 級別基準職務表ごとの職員数の状況 

令和５年４月１日時点の、各任命権における、職務の級及び基準となる職務ごとの職

員数の状況は以下のとおりです。 

なお、職員数の計上方法が異なるため、３ページ「４ 職員数の状況 ⑴ ア」及び 33

ページ「５ 級別職員数等の状況」とは一致しません。 

 

⑴ 行政職給料表 

 
  

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する職務 
1,181 16.0 

係員（市長部局） 
係員（市会事務局） 
係員（選挙管理委員会事務局） 
係員（人事委員会事務局） 
係員（消防局） 
係員（教育委員会事務局） 

926 
5 
1 
1 

212 
36 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する職務 
1,567 21.2 

係員（市長部局） 
係員（市会事務局） 
係員（選挙管理委員会事務局） 
係員（監査事務局） 
係員（人事委員会事務局） 
係員（農業委員会事務局） 
係員（消防局） 
係員（教育委員会事務局） 

1,079 
11 
2 
2 
2 
1 

423 
47 

３級 主任の職務 2,362 31.9 

主任（市長部局） 
主任（市会事務局） 
主任（選挙管理委員会事務局） 
主任（監査事務局） 
主任（人事委員会事務局） 
主任（農業委員会事務局） 
主任（消防局） 
主任（教育委員会事務局） 

1,643 
2 
2 
8 
4 
2 

644 
57 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
1,443 19.5 

係長（市長部局） 
係長（市会事務局） 
係長（選挙管理委員会事務局） 
係長（監査事務局） 
係長（人事委員会事務局） 
係長（消防局） 
係長（教育委員会事務局） 

1086 
13 
3 
8 
5 

246 
82 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
621 8.4 

課長（市長部局） 
課長（市会事務局） 
課長（選挙管理委員会事務局） 
課長（監査事務局） 
課長（人事委員会事務局） 
課長（消防局） 
課長（教育委員会事務局） 

446 
4 
1 
2 
1 

107 
60 
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６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
174 2.4 

部長（市長部局） 
部長（市会事務局） 
部長（選挙管理委員会事務局） 
部長（監査事務局） 
部長（人事委員会事務局） 
部長（消防局） 
部長（教育委員会事務局） 

136 
1 
1 
1 
1 
18 
16 

７級 

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
52 0.7 

局長（市長部局） 
局長（市会事務局） 
局長（選挙管理委員会事務局） 
局長（監査事務局） 
局長（人事委員会事務局） 
局長（消防局） 
局長（教育委員会事務局） 

41 
1 
1 
1 
1 
3 
4 

  
    

⑵ 医療職給料表 

  

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 
１級 医療業務を行う職務 1 3.8 係員（市長部局） 1 

２級 

１ 係長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て任命権者が定める職の職

務 
２ 相当高度の知識経験に基

づき困難な医療業務を行う

職務 

3 11.5 係長（市長部局） 3 

３級 

１ 課長若しくは部長又はこ

れらのいずれかと同じ職制

上の段階に属するものとし

て任命権者が定める職の職

務 
２ 高度の知識経験に基づき

困難な医療業務を行う職務 

8 30.8 
係長（市長部局） 
課長（市長部局） 

6 

2 

４級 

１ 局長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て任命権者が定める職の職

務 
２ 極めて高度の知識経験に

基づき特に困難な医療業務

を行う職務 

14 53.8 

係長（市長部局） 
課長（市長部局） 
部長（市長部局） 
局長（市長部局） 

3 

4 

6 

1 
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 ⑶ 環境業務職行政業務職給料表 

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する業務を行う職務 
12 1.5 係員（市長部局） 12 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する業務を行う職務 
15 1.8 係員（市長部局） 15 

３級 主任の職務 619 75.7 
主任（市長部局） 
主任（消防局） 

612 

7 

４級 

作業長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして任

命権者が定める職の職務 
101 12.3 

作業長（市長部局） 
作業長（消防局） 

99 

2 

５級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
71 8.7 係長（市長部局） 71 

 

 ⑷ 看護職給料表 

 

 

  

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する看護師の職務 
1 5.6 係員（市長部局） 1 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する看護師の職務 
2 11.1 係員（市長部局） 2 

３級 副看護師長又は主任の職務 14 77.8 
副看護師長（市長部局） 

主任（市長部局） 

2 

12 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
1 5.6 係長（市長部局） 1 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
0 0 課長（市長部局） 0 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
0 0 部長（市長部局） 0 
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 ⑸ 薬剤職獣医職給料表 

    

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

相当の知識、技術、経験等を

要する薬剤師又は獣医師の職

務 
20 8.3 係員（市長部局） 20 

２級 

やや高度の知識、技術、経験

等を要する薬剤師又は獣医師

の職務 
92 38.0 係員（市長部局） 92 

３級 主任の職務 41 16.9 主任（市長部局） 41 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
66 27.3 係長（市長部局） 66 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
19 7.9 課長（市長部局） 19 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
4 1.7 部長（市長部局） 4 
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 ⑹ 土木技術職建築技術職電気技術職機械技術職給料表 

   

    

 

 

 

  

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

相当の知識、技術、経験等を

要する土木、建築、電気又は

機械の技術業務を行う職務 
139 12.9 

係員（市長部局） 
係員（教育委員会事務局） 

138 

1 

２級 

やや高度の知識、技術、経験

等を要する土木、建築、電気

又は機械の技術業務を行う職

務 

260 24.1 
係員（市長部局） 
係員（農業委員会事務局） 
係員（教育委員会事務局） 

256 

2 
2 

３級 主任の職務 262 24.3 
主任（市長部局） 
主任（農業委員会事務局） 
主任（教育委員会事務局） 

259 
1 

2 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
285 26.4 

係長（市長部局） 
係長（監査事務局） 
係長（農業委員会事務局） 
係長（教育委員会事務局） 

277 
3 
2 

3 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
109 10.1 

課長（市長部局） 
課長（監査事務局） 

108 
1 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
20 1.9 部長（市長部局） 20 

７級 

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして任命

権者が定める職の職務 
3 0.3 局長（市長部局） 3 
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 ⑺ 企業職給料表第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する職務 
47 8.2 係員（交通局） 47 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する職務 
78 13.7 係員（交通局） 78 

３級 主事の職務 335 58.8 主事（交通局） 335 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
76 13.3 係長（交通局） 76 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
26 4.6 課長（交通局） 26 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
7 1.2 部長（交通局） 7 

７級 

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
1 0.2 局長（交通局） 1 



- 40 - 
 

⑻ 企業職給料表第２ 

 

  

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

相当の知識、技術、経験等を要

する土木、建築、電気又は機械

の技術業務を行う職務 
10 5.0 係員（交通局） 10 

２級 

やや高度の知識、技術、経験等

を要する土木、建築、電気又は

機械の技術業務を行う職務 
46 23.1 係員（交通局） 46 

３級 主事の職務 100 50.3 主事（交通局） 100 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
33 16.6 係長（交通局） 33 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
9 4.5 課長（交通局） 9 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
1 0.5 部長（交通局） 1 

７級 

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
0 0 局長（交通局） 0 
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 ⑼ 企業職給料表第５ 

 

 ⑽ 上下水道局企業職給料表 

 

  

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
技能若しくは経験等を要する

職務 
368 36.9  368 

２級 
相当の技能若しくは経験等を

要する職務 
537 53.9  537 

３級 
高度な技能若しくは経験等を

要する職務 
92 9.2 主事（交通局） 92 

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 
（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する職務 
99 8.8 係員（上下水道局） 99 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する職務 
172 15.3 係員（上下水道局） 172 

３級 主事の職務 579 51.4 主事（上下水道局） 579 

４級 

係長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
201 17.8 係長（上下水道局） 201 

５級 

課長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
63 5.6 課長（上下水道局） 63 

６級 

部長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
11 1.0 部長（上下水道局） 11 

７級 

局長又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして管理

者が定める職の職務 
2 0.2 局長（上下水道局） 2 
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⑾ 管理用務員給料表 

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する職務 0 0 管理用務員（教育委員会事務局）  0 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する職務 
18 22.0 管理用務員（教育委員会事務局）  18 

３級 
高度の知識、技術、経験等を

要する職務 
64 78.0 管理用務員（教育委員会事務局）  64 

 

⑿ 給食調理員給料表 

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 
相当の知識、技術、経験等を

要する職務 
0 0 給食調理員（教育委員会事務局） 0 

２級 
やや高度の知識、技術、経験

等を要する職務 
45 23.6 給食調理員（教育委員会事務局） 45 

３級 
高度の知識、技術、経験等を

要する職務 
146 76.4 給食調理員（教育委員会事務局） 146 

 

  



- 43 - 
 

⒀ 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表 

  

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

助教諭又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務 

0 0 助教諭（教育委員会事務局） 0 

２級 

１ 幼稚園の教頭又はこれ

と同じ職制上の段階に属

するものとして別に定め

る職の職務 

２ 教諭又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務 

4,761 89.3 
教諭（教育委員会事務局） 

教頭（教育委員会事務局） 

4,746 

15 

特２級 

１ 小学校若しくは中学校

の主幹教諭又はこれと同

じ職制上の段階に属する

ものとして別に定める職

の職務 

２ 小学校若しくは中学校

の指導教諭又はこれと同

じ職制上の段階に属する

ものとして別に定める職

の職務 

63 1.2 
主幹教諭（教育委員会事務局）

指導教諭（教育委員会事務局）

47 

16 

３級 

１ 園長又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務 

２ 小学校若しくは中学校

の副校長又はこれと同じ

職制上の段階に属するも

のとして別に定める職の

職務 

３ 小学校若しくは中学校

の教頭又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務 

269 5.0 

園長（教育委員会事務局） 

副校長（教育委員会事務局） 

教頭（教育委員会事務局） 

16 

1 

252 

４級 

校長又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

別に定める職の職務 

239 4.5 校長（教育委員会事務局） 239 
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⒁ 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表 

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

助教諭又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務 

2 0.2 助教諭（教育委員会事務局） 2 

２級 

教諭又はこれと同じ職制上

の段階に属するものとして

別に定める職の職務 

972 93.3 教諭（教育委員会事務局） 972 

特２級 

１ 主幹教諭又はこれと同

じ職制上の段階に属する

ものとして別に定める職

の職務 

２ 指導教諭又はこれと同

じ職制上の段階に属する

ものとして別に定める職

の職務 

12 1.2 
主幹教諭（教育委員会事務局） 

指導教諭（教育委員会事務局） 

9 

3 

３級 

１ 副校長又はこれと同じ

職制上の段階に属するも

のとして別に定める職の

職務 

２ 教頭又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務 

32 3.1 
副校長（教育委員会事務局） 

教頭（教育委員会事務局） 

1 

31 

４級 

１ 教育委員会事務局の教

育に関する専門的事項に

係る業務を掌理する部長

又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして

別に定める職の職務 

２ 教育委員会事務局の教

育に関する専門的事項に

係る業務を掌理する課長

又はこれと同じ職制上の

段階に属するものとして

別に定める職の職務 

３ 統括首席指導主事又は

これと同じ職制上の段階

に属するものとして別に

定める職の職務 

４ 校長又はこれと同じ職

制上の段階に属するもの

として別に定める職の職

務 

24 2.3 

部長（教育委員会事務局） 

課長（教育委員会事務局） 

統括首席指導主事（教育委員会事務局） 

校長（教育委員会事務局） 

1 

2 

2 

19 
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⒂ 学校事務職員給料表 

 

 

職務

の級 基準となる職務 
合計 内訳 

（人） （％） 標準的な職 （人） 

１級 

相当の知識、技術、経験等を

もって学校事務を処理する

職務 

30 11.5 学校事務職員(教育委員会事務局) 30 

２級 

やや高度の知識、技術、経験

等をもって学校事務を処理

する職務 

92 35.1 学校事務職員(教育委員会事務局) 92 

３級 

高度の知識、技術、経験等を

もって学校事務を処理する

職務 

87 33.2 学校運営主任(教育委員会事務局) 87 

４級 

特に高度の知識、技術、経験

等をもって学校事務を掌理

する職務 

46 17.6 学校運営主査(教育委員会事務局) 46 

５級 

事務長又はこれと同じ職制

上の段階に属するものとし

て別に定める職の職務 

7 2.7 事務長(教育委員会事務局) 7 
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第４章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

本市職員の勤務時間その他の勤務条件についても、給与と同様、国と他の地方公共団体

の職員との均衡等を考慮して、条例によって定められています。 

 

１ 職員の勤務時間について 

職員の勤務時間については、「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」（以

下「勤務時間条例」といいます。）等によって定められています。 
職員の勤務時間は、原則として午前８時 30 分から午後５時 15 分までとし、その途中

に 60 分の休憩時間を設けています。 

なお、業務の性質上、必要があると認める場合は、特別の定めをしています。 

 

２ 休暇制度について 

休暇制度についても勤務時間と同様、「勤務時間条例」等により定められています。 

 

⑴ 年次休暇の状況 

年次休暇は、４月１日から始まり３月 31 日で終わる年次の間に 20 日与えられます

が、新規に採用された職員には、採用された月に応じて１日から 20 日までの範囲で与

えられます。取得の単位は、原則として１日又は半日ですが、例外的に１時間を単位と

して取得できます。その年次に使用しなかった年次休暇の日数は、20 日を限度として

翌年次に繰り越して使用することができます。 

令和４年度の年次休暇の取得状況は、次のとおりです。 

 

 

総付与日数 

（Ａ） 

（日） 

総使用日数 

（Ｂ） 

（日） 

対象職員数 

（Ｃ） 

（人） 

平均取得日数 

（Ｂ／Ｃ） 

（日） 

取得率 

（Ｂ／Ａ） 

（％） 

市長部局等 241,965.8 98,639.6 6,434 15.3 40.8 

消 防 局 59,488.0 24,891.6 1,520 16.4 41.8 

交 通 局 60,674.1 30,349.9 1,702 17.8 50.0 

上下水道局 41,976.8 21,056 1,117 18.9 50.2 

教育委員会 251,843.4 102,750.8 6,662 15.4 40.7 

（注） 教育委員会の対象職員数には、教職員を含みます。 
（注） 再任用職員及び会計年度任用職員は含みません。 

 

 



- 47 - 
 

⑵ 特別休暇等の状況 

ア 特別休暇等    

令和５年４月１日現在における特別休暇等の種類等は、次のとおりです。 

休暇の種類 付与日数、取得期間等 

出産休暇 
女性職員の出産予定日以前８週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）

産後８週間 

生理休暇 女性職員が生理のため著しく勤務が困難な場合、１回３日以内 

結婚休暇 職員が結婚した場合、７日以内 

服喪休暇 職員の配偶者又は３親等以内の親族が死亡した場合、７日以内 

ボランティア 

活 動 休 暇 

職員が自発的に、かつ報酬を得ないで国内において社会貢献活動

を行う場合、１年次につき合計で５日以内 

任命権者の承認 

があったとき 
（例）病気休務 

（注）会計年度任用職員Ｂ（補助的な業務に従事する会計年度任用職員）について

は、一部対象外としています。 
 

イ 介護休暇 

職員は、負傷、疾病などにより日常生活を営むことに支障がある配偶者又は２親等

以内の親族を介護する場合に、３回を超えず、かつ、合算して 93 日を超えない範囲

内で任命権者が指定する期間内において、必要と認められる期間の介護休暇を取得す

ることができます。 

ウ 介護時間 

職員は、負傷、疾病などにより日常生活を営むことに支障がある配偶者又は２親等

以内の親族を介護する場合に、連続する５年の期間内において１日につき２時間以内

で必要と認められる時間について、介護時間の承認を受けることができます。 

エ 育児休業及び部分休業 

育児休業に関する制度には、３歳に満たない子を養育するために休業することがで

きる育児休業制度と、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために１日の勤

務時間の一部について勤務しないことができる部分休業制度があります。 

令和４年度における育児休業及び部分休業の新規取得者数等は、次のとおりです。 

（単位：人） 

 
子が生まれた職員数 

取得者数 

育児休業 部分休業 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

市長部局等 157 133 290 118 135 253 29 270 299 

消 防 局 97 2 99 42 2 44 1 5 6 

交 通 局 50 5 55 53 5 58 2 1 3 

上下水道局 33 7 40 14 7 21 10 13 23 

教育委員会 175 309 484 34 315 349 4 35 39 

合 計 512 456 968 261 464 725 46 324 370 

（注）１ 会計年度任用職員は含みません。 

     ２ 「令和４年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」（総務省）に基づく数値を記載
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第５章 職員の分限及び懲戒処分の状況 

分限処分は、公務能率を維持する見地から、勤務実績が良くない場合、心身の故障によ

りその職務を十分に果たすことができない場合、その職に必要な適格性を欠く場合など

に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で、免職、休職、降任及び降

給があります。 

懲戒処分は、職員の服務規律違反等（法令に反したり、円滑な公務の遂行を妨げる等の

行為）に対して科す制裁としての処分で、免職、停職、減給及び戒告があります。 

１ 職員の分限処分の状況 

任命権者は、地方公務員法で定める事由（下表の「区分」欄参照）がある場合に職員を

降任し、又は免職することができ、同法又は条例に定めがある場合に職員を休職させる

ことができるとされています。 

なお、降給については、本市における実施実績はありません。 

令和４年度における職員の分限処分の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 免職 休職 降任 計 

条例で定める事由による場合 

（法第 27 条第２項） 
- 5(2) - 5(2) 

勤務実績が良くない場合 

（法第 28 条第１項第１号） 
0(0) - 0(0) 0(0) 

心身の故障の場合 

（法第 28 条第１項第２号及び 

第２項第１号） 

0(0) 451(385) 0(0) 451(385) 

必要な適格性を欠く場合 

（法第 28 条第１項第３号） 
0(0) - 0(0) 0(0) 

職制、定数の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 

（法第 28 条第１項第４号） 

0(0) - 0(0) 0(0) 

刑事事件に関し起訴された場合 

（法第 28 条第２項第２号） 
- 1(0) - 1(0) 

合 計 0(0) 457(387) 0(0) 457(387) 

（注）１ 免職とは、職を失わせる処分のことをいいます。 

休職とは、職員に一定期間職務に従事させない処分のことをいいます。 

降任とは、職員を現在よりも下位の職に任命する処分のことをいいます。 

２ 同一の者が複数回にわたって処分された場合には、処分１件につき１人として計上して

おり、実人数は処分件数より少なくなります。 

（例） 教職員の心身故障による休職は、１年間の休職であっても、休職期間を区切り、

複数回にわたって発令している場合があります。 

３ （ ）内は、前年度に処分を受けた職員の数です。 
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２ 京都市職員の分限処分の基準等について 

公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため、「京都市職員の分限処分の基

準等に関する要綱」を策定し、非違行為や職場における支障行動を繰り返すなど、職員と

しての適格性を欠く場合等、一定の事由によりその職責を十分に果たすことのできない

職員に対して、分限処分を行うための基準等を定めています。 

 

（参考）分限処分の対象職員 

ア 勤務実績が良くない職員（※１） 

イ その職に必要な適格性を欠く職員（※２） 

ウ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員 

エ 行方不明となった職員 

 

※１ 勤務実績が良くない職員の判断基準として、人事評価の結果を活用し

ています。（10 ページ「２ 人事評価結果の活用状況 ⑶」参照） 

 

※２ その職に必要な適格性を欠く場合の例 

  ・ 遅刻や早退を繰り返す。 

  ・ 勤務時間中に無断で長時間、職場を離脱する。 

  ・ 業務上の重大な失策を繰り返す。 

  ・ 上司の命令に従わない。 

  ・ 上司等に対する暴力的言動を繰り返す。 

  ・ 協調性に欠け、他の職員や市民等と頻繁にトラブルを生じさせる。 

  ・ 上司等による受診命令や療養専念の指導に従わない。  

・ 公租公課の滞納その他の公務外の非違行為について、是正を図るた 

めの指導を受けたにもかかわらず改善が見られない。 

・ 係長及びこれに準じる職以上の職にあるもので、その職に求められ 

る責任感の欠けた行動を取る。 
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３ 職員の懲戒処分の状況 

任命権者は、職員が①法令等に違反した場合、②職務上の義務に違反したり、職務を怠

った場合、③全体の奉仕者としてふさわしくない非行を行った場合に、懲戒処分として、

免職、停職、減給又は戒告の処分を行うことができるとされています。 

（処分の種類） 

免職…懲罰として職員を勤務関係から排除する処分をいう。 

停職…懲罰として一定期間、職員を職務に従事させない処分をいう。 

減給…懲罰として一定期間、職員の給料の一定割合を減額して支給する処分をいう。 

戒告…職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。 

 

⑴ 事由別・種類別処分数について（令和４年度） 

(単位：人) 

区 分 免 職 停 職 減 給 戒 告 計 

一般服務関係 

（欠勤、勤務態度不良等） 
0(0) 2(0) 0(1) 1(0) 3(1) 

通常業務処理関係 

（処理手続不遵守等） 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

公金公物取扱関係 

（紛失、不正取扱等） 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

横領等関係 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 

収賄・供応関係 1(0) 0(0) 1(0) 2(0) 4(0) 

交通事故・ 

交通違反関係 
0(0) 1(2) 32(37) 13(14) 46(53) 

公務外非行関係 2(0) 2(0) 0(0) 0(0) 4(0) 

監督不行届等関係 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合 計 3(1) 5(2) 33(38) 16(14) 57(55) 

（注）１ （ ）内は、前年度に処分を受けた職員の数です。 

２ 処分時に非公表とした処分を含みます。 
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⑵ 任命権者別・種類別処分数について（令和４年度） 

局名等 
処分数 

（人） 

構成比（％） 
在職者数 

（人） 

在職 

者比 

(％) 

前年度 

処分数 

（人） 

対前年 

度増減 

（人） 
  免職 停職 減給 戒告 

市長部局等 5 45.5 3 0 0 2 7,917 0.06 1  4 

消防局 0 0 0 0 0 0 1,655 0 0 0 

交通局 
4 

(46)
36.4 

0 

(0)

4 

(1)

0 

(32)

0 

(13)
1,816 0.22 

1 

(53)

3 

(△7)

上下水道局 0 0 0 0 0 0 1,128 0 0 0 

教育委員会 2 18.2 0 0 1 1 7,817 0.03 0 2 

合 計 
11 

(46)
100.0 

3 

(0)

4 

(1)

1 

(32)

3 

(13)
20,333     0.05 

2 

(53)

9 

(△7)

（注）１ 在職者数は、臨時的任用職員、非常勤職員（一般職員と同じ勤務時間の会計年度任用職員を除

く）を除いた一般職の数（令和４年４月１日現在）です。 

２ 処分時に非公表とした処分を含みます。 

３ 交通局の（ ）内の数は、業務上の運転事故等により処分を受けた職員の数で、外数です。 
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４ 京都市職員の懲戒処分に関する指針について 

⑴ 指針制定の目的 

本指針は、過去の不祥事例を類型化し、標準的な懲戒処分の基準を掲げることによ

り、本市職員の服務規律違反等に対して、より一層厳正かつ公正に対処するとともに、

不祥事の防止に資することを目的とし、平成 14 年 10 月に制定したものです。 

平成 18 年４月、同年９月、平成 20 年５月及び令和２年６月に、新たな項目の追加

等を行いました。 

 

⑵ 処分基準等 

服務規律違反等の種類による懲戒処分の程度は、次のとおりです。（ 令 和 ２ 年 ６ 月 以 降 ） 

区 分 服務規律違反等 
処分内容 

免職 停職 減給 戒告 

一般服務関係 欠勤 ○ ○   

遅刻    ○ 

休暇の虚偽申請等 ○ ○   

勤務態度不良 ○ ○ ○ ○ 

職場の秩序を乱す行為 ○ ○ ○ ○ 

虚偽報告  ○ ○ ○ 

虚偽公文書等作成 ○    

争議行為等 ○ ○ ○ ○ 

秘密の漏えい ○ ○   

個人情報の不当利用 ○ ○   

副業行為 ○ ○ ○ ○ 

セクシュアルハラスメント等 ○ ○ ○ ○ 

パワーハラスメント ○ ○ ○ ○ 

情報セキュリティポリシー違反 ○ ○ ○ ○ 

不適切な事務処理 ○ ○ ○ ○ 

公金及び公物の 

取 扱 い 関 係 

横領等 ○    

紛失  ○ ○ ○ 

盗難  ○ ○ ○ 

公物損壊 ○ ○ ○  

諸給与の違法支払・不適正受給 ○ ○ ○  

公金公物処理不適正  ○ ○ ○ 

収賄・供応関係 収賄 ○    

倫理保持義務違反 

（倫理条例及び同施行規則違反） 
○ ○ ○ ○ 
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区 分 服務規律違反等 処分内容 
免職 停職 減給 戒告 

公務外非行 放火 ○    
暴行（傷害を含む。） ○ ○   
脅迫 ○ ○   
公務執行妨害・職務強要 ○ ○   
偽計業務妨害・威力業務妨害 ○ ○   
器物損壊 ○ ○ ○ ○ 
窃盗 ○ ○   
詐欺・恐喝 ○    
住居侵入 ○ ○   
賭博 ○ ○ ○ ○ 
麻薬・覚せい剤等の使用又は所持 ○    
淫行 ○ ○   
痴漢行為等 ○ ○ ○  
公租公課の滞納  ○ ○ ○ 
破産・民事再生等   ○ ○ 
その他の公務外非行 ○ ○ ○  

交通事故・交通

法規違反関係 
公務中の死亡事故等 ○ ○   
公務中の傷害事故   ○ ○ 
公務中の悪質な交通法規違反  ○ ○ ○ 
公務中の重過失による物損事故   ○ ○ 
飲酒運転 ○ ○ ※原則、免職 
飲酒運転を助長する行為 ○ ○   
無免許運転 ○ ○   
人身事故後の措置義務違反 ○ ○   
物損事故後の措置義務違反  ○ ○  

監督責任関係 部下の服務規律違反等の隠ぺい、 

黙認等 
 ○ ○  

 

⑶ 処分の加重又は軽減等 

ア 複数の服務規律違反等を行った場合の取扱い 

複数の服務規律違反等を行った場合には、基準として掲げられた懲戒処分の種類

のうち最も重い処分より重い処分を行うことができます。 

 

イ 情状等による加重及び軽減等 

職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき、違法行為を継続した期間が

長期にわたるとき等には、基準として掲げられた懲戒処分より重い懲戒処分を行う

ことができます。また、職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき等には、基準

として掲げられた懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができます。 
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５ 懲戒処分等の公表について 

懲戒処分等の透明性・公正性を担保し、市政に対する市民の信頼の確保を図るととも

に、職員の服務規律の遵守や非違行為の抑止に資することを目的として、平成 18 年４月

に懲戒処分等の公表の基準を定めました。また、同年８月には、公表する項目を新たに追

加するとともに、氏名を公表する場合を拡大する一部改正を行い、同年９月１日以降の

処分について適用しています。 

 

対 象 

① 地方公務員法第 29 条に基づく懲戒処分 

② 地方公務員法第 29 条に基づく懲戒処分に係る管理監督者に対する処分 

※ ただし、被害者のプライバシーに特に配慮する必要がある場合に

は、非公表 

内 容 

① 事件の概要 

② 被処分者の所属 

③ 年齢及び性別 

④ 職位及び職種 

⑤ 処分発令日 

⑥ 処分内容 

 

また、次の場合は、被処分者の氏名を公表する。 

ア 免職及び停職処分の場合 

イ 刑事事件につき所管庁が既に氏名を公表している場合 

ウ 故意又は重大な過失による事件で、社会的影響が極めて大きい場合 

※ 上記の場合でも、非違行為が精神的な疾患に起因するものである等

の事情がある場合は、氏名を公表しない場合があります。 
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第６章 職員の服務の状況 

職員の服務の根本基準は、地方公務員法第 30 条に「すべて職員は、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。」と規定されています。 

この規定に基づき、同法では、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第 32 条）、

信用失墜行為の禁止（第 33 条）、営利企業等への従事制限（第 38 条）等を職員に課して

いるほか、本市では、職務に係る倫理の保持等に関し、職員として守るべき事項を条例や

規則において定めています。 

 

１ 職員の職務に係る倫理の保持に関する状況 

職員の公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに、

職員の倫理観の高揚を図り、公務に対する市民の皆様の信頼を確保することを目的とし

て、平成 12 年３月に「京都市職員の倫理の保持に関する条例」（以下「倫理条例」といい

ます。）を制定しました。この条例は、職員にとって利害関係者に当たる事業者等（法人

その他の団体及び事業を行う個人）を明確に定義するとともに、利害関係者との間で禁

止される行為及びその例外として許される行為並びに利害関係者との対応に当たって必

要となる手続等を具体的に定めています。 

  

⑴ 利害関係者と飲食を共にする場合についての届出件数 

職務上の必要性に基づき、職員が利害関係者と飲食を共にする場合で、職員の飲食代

が、5,000 円を超えるものについては、相手方負担、自己負担にかかわらず、「関係業

者等対応届」を任命権者に提出しなければなりません。 

なお、職務上の必要性がない場合に、利害関係者の負担により職員が飲食することは

禁止されています。 

 
※ 利害関係者とは、職員が職務として携わる事務の対象となっている者のうち、次

のいずれかに該当する者をいいます。 
① 許認可等を受けて事業を行っている者、許認可等の申請をしている者及び許認

可等の申請をしようとしていることが明らかである者 
② 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている者、

補助金等の交付の申請をしている者及び当該補助金等の交付の申請をしようと

していることが明らかである者 
③ 立入検査、監査又は監察を受ける者 
④ 不利益処分をしようとする場合における当該処分の名宛て人となるべき者 
⑤ 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者 
⑥ ①から⑤までに掲げる者のほか、事業の発達、改善及び調整に関する事務の 

対象となっている事業を行っている者 
⑦ 地方自治法第 234 条第１項に規定する契約を締結している者、当該契約の申込

みをしている者及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである者  
なお、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から接待を繰り返し

受けたり金品等を受け取る行為は、禁止されています。 
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令和４年度における当該届出の状況は、次のとおりです。 

（単位：件） 

局名等 届出件数 

 
うち閲覧請求の 

対象となる件数 
5,000 円を 

超える飲食 

その他任命権者が職務上 

必要であると認めたもの 

市長部局等 447 447 0 0 

消 防 局 0 0 0 0 

交 通 局 4 4 0 0 

上下水道局 6 6 0 0 

教育委員会 9 9 0 0 

合  計 466 466 0 0 

（注） 閲覧請求の対象となる件数とは、課長級以上の職員に係る届出のうち、倫理条例第 10

条第２項に規定する贈与等により受けた利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が、

１件につき 20,000 円を超える届出の件数をいいます。 

 

⑵ 事業者などからの贈与等又は報酬支払を受けた場合についての報告提出件数 

課長級以上の職員は、事業者等から１件 5,000 円を超える贈与等又は報酬支払を受

けたときは、その利益又は報酬の価額等を記載した「贈与等報告書」を任命権者に提出

しなければなりません。 

令和４年度における当該報告の状況は、次のとおりです。 

（単位：件） 

局名等 提出件数 

      うち閲覧請

求の対象と

なる件数 

金銭の

贈与 

有価証

券の譲

受け 

有価証券

以外の物

品の贈与 

不動産

の贈与 

役務の

提供 

会食 

市長部局等 25 0 0 13 0 0 12 1 

消 防 局 0 0 0 0 0 0 0 0 

交 通 局 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 25 0 0 13 0 0 12 1 

（注）１ 会食には、それに伴い提供された物品の贈与を含みます。 

２ 閲覧請求の対象となる件数とは、倫理条例第 10 条第２項に規定する贈与等により受

けた利益又は報酬支払により受けた報酬の価額が、１件につき 20,000 円を超える贈与

等報告書の件数をいいます。 
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⑶ 利害関係者からの倫理条例において禁止された行為の働き掛けに係る報告書の提出

件数等 

職員は、利害関係者から倫理条例の規定により禁止された行為の働き掛けがあった

ときは、その旨を倫理監督職員（職員の倫理を監督し、倫理の保持に関する必要な  

指導、助言等を行う職員（市長部局にあっては監察監（局長級）、他の任命権者にあっ

ては庶務担当の部長級職員等）のことをいいます。）に文書で報告しなければなりませ

ん。 

令和４年度において、当該報告書の提出事案は、ありませんでした。 

 

※ 倫理条例の規定により禁止された行為とは、次のいずれかに該当するものをいい

ます。 
① 利害関係者から接待を受けること。 
② 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典又は供花そ

の他これらに類するものとしてされるものを含む。）を受けること。 
③ 利害関係者から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無

利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けること。 
④ 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付

けを受けること。 
⑤ 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けるこ

と。 
⑥ 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 
⑦ 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 
⑧ 利害関係者と共に旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。 

 

２ 営利企業等の従事許可の状況 

地方公務員法では、職員は任命権者の許可を受けることなく、営利を目的とする会社

の役員等に就任すること、営利を目的とする私企業を営むこと及び報酬を得て他の事務、

事業に従事することが禁止されています。そして、任命権者は、職務専念義務や職務の公

正又は職員の品位が損なわれるおそれがあると認めるときは、許可をしてはならないこ

ととされています。 

任命権者が、従事することを許可している例としては、職務上得られた知識や経験を

活用し、大学などの教育機関での講義や専門書等の執筆を行う場合などがあります。 

令和４年度における営利企業等への従事許可の状況は、次のとおりです。 

（単位：件） 

区 分 許可件数 

市長部局等 224 

消 防 局 9 

交 通 局 14 

上下水道局 22 

教育委員会 144 

合 計 413 
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３ 公正な職務の執行の確保について 

職員が職務の執行に関して不正な要望等や不正な言動を伴う要望等を受けた場合に適

正に対処するため、これらの要望等がなされた場合の対応に関し必要な手続等を定めた

「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し、平成 19 年 10 月１日

から施行しています。 
本条例では、原則として全ての要望等を書面に記録し、組織的に対応するとともに、不

正な要望等や不正な言動を伴う要望等に対しては、要望者への警告、捜査機関への告発

等の必要な措置を講じることとしています。また、これらの措置を講じた場合は、京都市

公正職務執行審議会に報告し、審議することが定められています。 

令和４年度における要望等の件数は、次のとおりです。また、要望等のうち、不正な要

望等又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置は、(2)のとおりです。 

⑴  要望等の件数 

（単位：件） 

要望者別 

類型 

件  数 

個人 公職者 非営利の団体 事業者等 計 

総務等関連 264 2 16 2 284 

税務・財務関連 98 0 12 1 111 

ごみ処理・リサイクル等関連 43 0 3 0 46 

文化・市民生活関連 636 11 73 13 733 

産業観光関連 138 4 19 12 173 

保健福祉関連 517 1 33 0 551 

環境保全関連 35 0 2 0 37 

住宅・まちづくり関連 163 1 10 3 177 

道路・公園等関連 790 195 103 64 1,152 

消防関連 876 25 9 35 945 

交通関連 171 0 89 0 260 

上下水道関連 4 0 0 0 4 

教育関連 388 61 36 11 496 

子育て関連 243 2 23 4 272 

合     計 4,366 302 428 145 5,241 

（注） 要望等の件数については、以下のものを除いています。 

⑴ 書面により提出された要望等のうち、申請としてなされたもの（住民票の交付申請等） 

⑵ 公職者（本市並びに国及び他都市等の議員等、国及び他都市等の職員）からの資料要求 

⑶ 市会議員から本会議及び委員会でなされた要望等（会派要望を含む。） 
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⑵ 不正な要望又は不正な言動を伴う要望等の内容及び講じた措置 

 

年月 事案の概要 講じた措置内容等 

令和４年４月 要望者から、あさりの産地に関する公文書公開請

求があったが、請求された文書のうち一部は不存在

であったため、不存在による非公開決定通知書を担

当所属から送付したところ、要望者が来所し、「文書

の不存在はおかしい。上司を出せ。」と執務室の奥に

入ろうとした。 

同所属の係長が制止をかけたところ、要望者が係

長を押しのけようとし、係長が後方に転倒した。周

辺にいた職員が止めに入るも興奮が収まらず、警察

に通報した。 

直ちに警察へ通報し

た。 

令和４年５月  生活保護受給者である要望者と面接を行ってい

たところ、生活費を使い果たし食べ物がないと訴

え、食料の提供を要求した。 

 それに対し、要求に応えることはできないと返答

したところ、激高し、面接室内の机を蹴る、アクリ

ル板を倒すなど暴れたうえで、職員の胸倉を掴もう

とし、左胸を押す暴力行為に及んだ。 

 直ちに警察に通報し

た。要望者は公務執行妨

害の容疑で現行犯逮捕

された。 

令和４年９月 公園の近くに居住する要望者は、公園管理に関す

る苦情を、複数回、電話で申し入れていた。 

電話での対応に不満があると管理事務所に来所

し、大声を出したため、職員が注意したところ収ま

らず、暴言を吐くようになった。職員がさらに注意

したところ、要望者は職員の胸を叩いたり脚を蹴る

など暴力行為に及んだ。 

 直ちに警察に通報し

た。要望者は公務執行妨

害の容疑で現行犯逮捕

された。 

令和５年１月 生活保護受給者である要望者は、バイクの自損事

故の保険金を受領したところ、生活保護費の返還請

求をさせないよう、職員に対して執拗に電話や来庁

にて脅迫行為を繰り返した。 

警察への被害届提出。

要望者は、公務執行妨害

及び恐喝未遂の容疑で

逮捕された。 
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４ 公益通報の処理状況 

公益通報者保護法に基づき、公益のために通報した労働者の保護を図るとともに、本

市における法令を遵守した公正な職務執行を確保するため、平成 18 年４月から公益通報

処理窓口を設置し、労働者や本市職員からの通報を受け付け、必要な調査を行っていま

す。また、本市の法令違反行為に関する通報については、より通報しやすく、透明性・公

正性の高い制度とするため、平成 19 年 10 月から、市役所外部に通報相談員（弁護士）

を設置しています。 

なお、公益通報者保護法上の公益通報に該当しないものであっても、調査等の対応を

行う場合があります。 

令和４年度における公益通報等の状況は、次のとおりです。 

 

公益通報等の受付状況及び処理状況 

（単位：件）  

（注）１ （ ）内は、外部窓口の受付件数で内数です。 
２ 内部通報とは、本市の行政運営上の法令違反行為等を対象とする通報をいいます。 
３ 外部通報とは、国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる 500（令和５年７月 13 日現在）

の法律（食品衛生法等）に規定する犯罪行為、法令違反行為で、本市が処分等の権限を有する

ものを対象とする通報をいいます。 
 

（主な通報内容）  

・ 個人情報漏洩に関するもの 

・ 通勤手当の不正受給に関するもの 

・ 副業行為に関するもの  

 
受付件数 通報事実を 

確認した件数 

 （参考） 
前年度 

の受付件数 
うち職員の処分 
に至った件数 

内
部
通
報 

公益通報窓口

又は通報相談

員に通報され

たもの 

顕名通報 7(0) 0 0 3(0) 

匿名通報 7(0) 1 0 3(0) 

上記以外の窓口に寄せられた

もの 1 0 0 2 

小 計 15(0) 1 0 8(0) 

外
部
通
報 

本市に処理権限

のあるもの 

顕名通報 5 3 0 1 

匿名通報 0 0 0 3 

本市に処理権限のないもの 
（他の行政機関を教示） 1 － － 1 

小 計 6 3 0 5 

合 計 21(0) 4 0 13(0) 
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５ ハラスメント防止の取組の状況 

職員が生き生きと仕事を行い、その能力を十分に発揮できるような風通しの良い職場

づくりを進めるため、「京都市ハラスメント防止に関する方針」を策定し、セクシュアル

ハラスメント（職場及び職場外において、他の者を不快にさせる性的な言動のこと。）、

パワーハラスメント（同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場

内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える言動を行

うことにより、職員の人格や尊厳を害する、又は、職員の働く環境を悪化させる、若しく

は雇用不安を与えること。）及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（職場に

おいて、上司や同僚からの言動により、妊娠・出産した女性職員や、育児休業、介護休暇

等を申出又は取得した職員の就業環境が害されること。）の防止対策を行っています。ま

た、ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理を行うため、「京都市ハラスメント

調査委員会」を設置しています。 

また、相談窓口を市外部のカウンセリング専門機関に委託し、職員が相談しやすい体

制を取っています。 

具体的な取組としては、啓発ポスターや職員向け手引「ハラスメントのない職場にす

るために」による職員への周知に加え、コンプライアンス推進室職員及び外部相談員が、

職員のハラスメントに関する相談に対応し、適切な措置を講ずるよう努めています。 

令和４年度におけるハラスメント相談の状況は、次のとおりです。 

なお、ハラスメント調査委員会の開催はありませんでした。 

 

⑴ セクシュアルハラスメント相談の状況 

 

                         （単位：件） 

種 別 面 談 電 話 
手紙、 

メール 
計 

性的関心など 7(3) 1(0) 0(1) 8(4) 

性別役割分担 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

その他 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 

合 計 7(3) 1(0) 0(2) 8(5) 

（注）１ 性的関心などとは性的関心や欲求によるセクシュアルハラスメントに関する相談を、

性別役割分担とは性差別的な意識に基づく言動によるものをいいます。 

２ （ ）内は、前年度の件数です。 

 

 

 

 

事案の状況 

同一職場 7(4)件 

職 場 外 1(1)件 

不    明  0(0)件 

相談者の内訳 

女  性 7(5)件 

男  性 1(0)件 

不  明 0(0)件 
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⑵ パワーハラスメント相談の状況 

（単位：件） 

面 談 電 話 
手紙、 

メール 
計 

 相談者の内訳 

女 性 28(23)件 

37(32) 4(3) 2(5) 43(40) 
 男 性 15(16)件 

不 明  0(1)件 

（注） （ ）内は、前年度の件数です。 

 

 

⑶ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント相談の状況 

（単位：件） 

面 談 電 話 
手紙、 

メール 
計 

 相談者の内訳 

女 性 1(1)件 

0(1) 1(0) 0(0) 1(1) 
 男 性 0(0)件 

不 明 0(0)件 

（注） （ ）内は、前年度の件数です。 

 

 



- 63 - 
 

６ 服務規律の徹底と公務員倫理の高揚に向けた取組の状況 

「信頼回復と再生のための抜本改革大綱推進本部」の下、職員不祥事根絶のための改

革に取り組んだ結果、不祥事を抑制する仕組みが一定構築され、職員の意識も大きく変

わりました。このため、平成 20 年８月に同本部を発展的に解消し、新たに「全庁“きょ

うかん”推進本部」を設置し、不祥事の根絶にとどまらず、更なる職員の意識改革、組織

風土の刷新、公務員倫理の高揚に向けた取組を全庁挙げて実施してきました。 

令和４年度に取り組んだ主な内容は、次のとおりです。 

 

⑴  局長級職員による収賄事件を踏まえた再発防止の取組 

  令和４年２月に当時の子ども若者はぐくみ局長が収賄の容疑で逮捕され、懲戒免職

となる重大な事案が生じたことから、事実関係の調査等を行ったうえで、同年 12 月に

「前子ども若者はぐくみ局長収賄事件に関する調査報告書」を取りまとめ、その中で

掲げた再発防止に向けた改善策の取組を実施しました。 

 ア 市長から職員へのメッセージの発信 

  ・ 令和４年 12 月５日実施の「全庁“きょうかん”推進本部会議」において、市長

から訓示を行い、その内容を全職員に対して周知を行いました。 

 イ 公務員倫理の確保に向けた取組 

  ・ 全職員向けの公務員倫理に関する研修を実施するとともに、本市倫理条例など

の制度について分かりやすくまとめた解説資料等を作成し、全庁周知することで、

職員の倫理観の向上を図りました。 

 ウ 組織・服務・人事に関する取組 

  ・ 幹部職員の局区全体の組織風土へ与える影響を考慮し、局長級・部長級のマネジ

メント力を高める研修を実施するとともに、その影響を十分に考慮した人事配置

を行いました。 

 エ 子ども若者はぐくみ局における新たな組織文化の醸成 

・ 信頼回復に向けた局の取組方針を局内全職員に共有し、公務員倫理の確保に向 

けた職場ミーティングを実施しました。 

・ 業務上起こりうるリスクやそれへの対応策などについて記載した、適正な業務執

行のためのマニュアルを策定し、局内周知を行いました。 

・ 事業者に対して、調査報告書の内容を共有し、局としての徹底した態度を示す 

など、事業者との適切な関係性を構築するための取組を実施しました。 
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⑵  「コンプライアンス推進月間」の実施 

職員一人一人がコンプライアンスに関する理解を深めるとともに、不祥事の根絶に向

け構築してきた仕組みや制度の運用状況の再点検を行いました。 

（主な取組内容） 

ア 所属におけるコンプライアンスの点検 

・ 課長級の職員自らが、業務管理や服務管理に係る基本的な制度やルールと日常業

務における必須事項を改めて確認しました。 

・ 課長補佐級以下の職員が、日常業務に関する基本的事項等を改めて確認しました。 

・ 事務処理誤りやハラスメントの防止、職員によるチェックシートの点検結果の改

善のための職場ミーティングを実施しました。 

イ コンプライアンスに関する研修 

・ 全職員に向けた公務員倫理に係る研修を実施しました。 

ウ その他の取組 

・ 職場における金庫の保管物及び保管状況の点検を行いました。 

・ 局区等においてコンプライアンス推進に資する独自取組を実施しました。 

 （職場巡察、金券類管理状況の点検、コンプライアンス研修の実施、不祥事事案に

関する資料の配布、局内職員等に対する標的型メールテストの実施等） 

・ イントラネットパソコンを利用したコンプライアンスに関する注意事項配信を

行いました。 

 

⑶  全庁“きょうかん”推進部会等の開催 

コンプライアンスの推進に向けた取組を円滑かつ総合的に推進するため、次のとお

り、全庁“きょうかん”推進部会等を開催しました。 

令和４年度に開催した会議等の開催回数は、次のとおりです。 

 

会 議 名 開催回数 局  名  等 
全庁“きょうかん”推進本部会議 2 全部局 
全庁“きょうかん”推進部会 3 全部局 
副署長会議 2 消防局 
“きょうかん”推進委員会監察部会 6 交通局 
監察員会議及び局内部長会・庶務担当課長会 1 上下水道局 
“きょうかん”推進委員会 4 教育委員会 
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⑷  服務規律の徹底、公務員倫理の高揚に関する主な職員研修等 

次のとおり、階層別研修等において、公務員倫理の研修を実施しました。 
令和４年度に実施した研修の受講者数は、次のとおりです。 

（単位：人） 
局 名 等 研 修 名 受講者数 

全部局 新任部長級職員研修 36 

新任課長級職員研修 99 

新任係長級職員研修 193 

新任主任級職員研修 255 

公務員基本理念研修 335 

全部局 

（消防局を除く。） 

新規採用職員研修（４月１日採用者向け） 274 

新規採用職員研修（年度途中採用者向け） 10 

新規採用職員フォローアップ研修  214 

消防局 初任教育 29 

新任消防司令長課程 13 

新任消防司令課程 24 

新任消防司令補課程 45 

新任消防士長課程 47 

交通局 運行管理者研修 28 

市バス運転士各セミナー 463 

市バス営業所主任・係員研修 15 

高速運転士養成研修 2 

上下水道局 新規採用職員研修 12 

新規採用職員２次研修 11 

コンプライアンス研修 278 

課長級職員研修 61 

教育委員会 採用１年目教職員研修 277 

採用 10 年目教職員研修（キャリアアップ

研修） 
300 

新任校園長研修 36 

新任教頭事務長研修 49 
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⑸  綱紀の厳正な保持等に関する通知 

次のとおり、通知等により、綱紀の厳正な保持等について、全部局の職員に周知しま

した。 
令和４年度に行った通知は次のとおりです。 
 

年 月 日 件 名 
令和４年６月 17日 参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について

（監察監通知） 
７月 12 日 職員が贈答品や接待を受けることの禁止について（行財政局

統括監察員通知） 
７月 26 日 服務規律の再徹底及び適正な業務執行について（監察監通知） 

12 月 15 日 年末年始に当たって（監察監通知） 

令和５年３月 15日 京都市議会議員一般選挙及び京都府議会議員一般選挙におけ

る職員の服務規律の確保について（監察監通知） 
 
⑹  外郭団体におけるコンプライアンスの徹底 

外郭団体は本市と連携しながら、公益性、公共性の高い業務を担っており、団体の職

員は本市職員と同様の高い規範意識が求められています。 

不正事案や不適切な事務処理の防止及び団体職員のコンプライアンスに対する意識

の徹底のため、平成 25 年度から外郭団体に対して、監察体制の整備、「コンプライアン

ス推進に係る指針」の策定、職員の「行動規範」を策定するよう指導し、平成 27 年度

に全団体において完了しています。 

令和４年度は、「外郭団体におけるコンプライアンス推進対策会議」を書面で開催し、

外郭団体を対象に、今後の取組にいかすため、本市のコンプライアンス推進の取組、適

切な事務処理、情報セキュリティ対策に係る注意喚起及び外郭団体におけるコンプラ

イアンス推進等の取組状況について、情報の共有を図りました。
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第７章 職員の退職管理の状況 

本市では、地方公務員法に基づき、平成 28 年４月１日から「京都市職員の退職管理に

関する条例」を施行し適正な退職管理を行っています。この条例等では、退職して営利企

業等に再就職した元職員が、離職前５年間に在職していた組織の職員に、離職後２年間

は再就職先に関する契約等事務に対し働きかけることを禁止していますが、違反の実績

はありません。 

また、管理監督職員であった者が、離職後２年間に営利企業等に再就職した場合、再就

職先の地位や業務内容等を任命権者へ届け出ることとしています。 

管理監督職員（課長級以上）で退職した職員の再就職の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 
管理監督職員の 

退職者数 

うち再就職者数 

本市 外郭団体 非営利団体 民間企業 合 計 

市長部局等 90 29 6 33 4 72 

消 防 局 15 6 3 1 4 14 

交 通 局 6 2 1 2 0 5 

上下水道局 8 4 0 0 4 8 

教育委員会 64 39 4 15 0 58 

合 計 183 80 14 51 12 157 

（注）１ 令和４年８月１日から令和５年７月 31日までの期間における人数です。 

２ 退職者数は、２ページの「３ 職員の退職の状況」のうち、「その他」の区分による者を

除いています。 
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第８章 職員の研修の状況 

地方公務員法では、任命権者は勤務能率の発揮及び増進のために、職員に研修を受け

る機会を提供しなければならないとされています。この規定に基づき、各任命権者にお

いて様々な研修を実施しています。 

地方公共団体の事務を効率的かつ効果的に執行することは、住民の福祉増進のために

も必要不可欠です。最小の経費によって最大の効果を挙げるためには、職員一人一人の

能力を開発することが必要となります。 

 

１ 職員の研修の状況 

令和４年度における研修の実施状況は、次のとおりです。 

 

⑴ センター研修等 

ア 集合研修 

(ア) 市長部局等 

各任命権者と合同して、採用時や昇任時などに実施した階層別研修や、政策形

成能力や業務遂行能力等の向上を図るために実施した能力開発研修などの集合研

修の講座数及び受講者数は、次のとおりです。 

 

 
受講者の内訳 

市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会 

講 座 数

（回） 
38 

3,270 468 135 270 217 
受講者数 

（人） 
4,360 

 

(イ) 消防局、交通局、上下水道局及び教育委員会 

上記以外に、各任命権者で必要に応じて実施した集合研修の講座数及び受講者数

は、次のとおりです。 

 

 合計 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会（注） 

講 座 数 

（回） 
458 22 16 43 377 

受講者数 

（人） 
13,273 1,286 775 1,421 9,791 

（注） 学校・幼稚園の教職員を対象にした研修を含みます。新型コロナ感染症防止対

策のため、別途オンライン研修等を実施しました。 
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イ 派遣研修 

各任命権者において実施した講習会などへの派遣研修の状況は、次のとおりです。 

 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会 

派 遣 

研 修 先 数 

（箇所） 

7 1 1 1 3 1 

受 講 者 数

（人） 
18 1 5 2 5 5 

 

⑵ 局区等研修 

ア 集合研修 

各局区、部、課、事業所等の所属において、所管する事務事業を的確かつ円滑に推

進するために実施した研修の回数及び受講者数は、次のとおりです。 

 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 上下水道局 教育委員会 

回 数 

（回） 
2,682 1,671 42 411 547 11 

受 講 者 数

（人） 
63,793 44,049 4,737 4,743 9,748 516 

 

イ 派遣研修 

各局区、部、課、事業所等の所属において実施した学校、講習会、研修会等への派

遣研修の回数及び受講者数は、次のとおりです。 

 

 合計 市長部局等 消防局 交通局 
上下水道

局 
教育委員

会 

回 数 
（回） 

477 312 16 35 88 26 

受 講 者 数

（人） 
1,929 1,114 518 95 171 31 
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２ 懲戒処分を受けた職員に係る再発防止研修等について 

懲戒処分を受けた職員を対象として、公務員倫理等を再徹底し、再度懲戒処分を受け

ることのないよう意識改革を図ることを目的として研修及び継続的な指導を行うため、

平成 18 年９月に「懲戒処分を受けた職員に係る研修等の実施に関する要綱」を策定しま

した。処分発令後、直ちに、公務員倫理や服務規律等に関する研修を行い、研修終了後

は、所属長が当該職員の勤務状況等を継続して監察し、必要な指導を行います。また、職

員の意識改革が不十分であると判断される場合には、再研修を行うこととしています。 

  
※ 再発防止研修の令和４年度実績（市長部局分）  受講者数  ０人（該当者なし） 
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第９章 職員の福祉及び利益の保護の状況 

職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、「労働安全衛生法」

をはじめとする法令等に基づき、安全衛生を管理するための体制や作業環境の整備、健

康診断などを実施しています。また、公務や通勤途上の災害に被災した職員に対し、「地

方公務員災害補償法」に基づき、療養補償、休業補償、障害補償などの各種補償を行って

います。 

このほか、職員の相互共済及び福利厚生の増進などを目的として設立された各種団体

による福利厚生事業等を実施しています。 

 

１ 職員の安全・衛生管理について 

⑴  職員の健康診断実施状況 

市長部局等における令和４年度の実施状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

種  類 受診者数 

一般定期健康診断 
一般職員 7,635 

深夜業務等従事職員 1,417 

雇入時健康診断 249 

結核経過健康診断 0 

特殊健診 

情報機器作業従事者（ＶＤＴ） 904 

電離放射線 17 

有機溶剤 54 

Ｂ型肝炎 106 

腰痛・頸肩腕障害予防指導 412 

破傷風予防接種 14 

石綿 170 
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⑵  メンタルヘルスの取組状況 

平成 24年４月に策定した「京都市職員メンタルヘルスケア指針」（令和４年４月改訂）

に基づき、次の取組を実施しています。 

 

ア 働きやすい職場環境の形成  

(ア) 管理監督者向け、職員向けの「メンタルヘルス対応リーフレット」（こころの健

康サポートＮａｖｉ）の作成 

(イ) 安全衛生委員会の活性化 

(ウ) ストレスチェック職場環境向上研修の実施 

 

イ こころの健康の保持増進（１次予防） 

(ア) ストレスチェック制度の実施 

(イ)  長時間勤務職員に対する健康管理医の面談 

(ウ)  人事異動後の職員に対する面談 

(エ)  メンタルヘルス研修の充実 

(オ) メンタルヘルス相談窓口一覧の周知  

 

ウ メンタルヘルス不調者の早期把握、早期対応（２次予防） 

(ア) メンタルヘルスケア実践セミナーの実施 

(イ) 管理監督者のための相談窓口の利用促進 

(ウ) メンタルヘルスカウンセリング（こころの電話健康相談）事業の利用促進 

 

エ 円滑な職場復帰支援と再発予防（３次予防） 

(ア) 職場におけるリハビリテーションの充実 

(イ) 健康管理医等による復職前後の面談 

 

オ その他の取組 

復職者に対するアンケートの実施 

 

⑶  公務災害補償の状況 

令和４年度における公務災害及び通勤災害の認定件数は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

 区 分 件 数 

公務災害 206 

通勤災害 63 
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２ 職員の福利厚生について 

⑴  福利厚生のための各種団体 

ア 一般財団法人京都市職員厚生会（令和５年４月１日現在） 

職員の互助共済及び福利厚生の増進を目的として、「京都市職員厚生会条例」に基

づき、設置している団体です。 

区 分 概 要 

会員数 16,016 人 

会費率 給料×4.0／1,000 

事

業

内

容 

給付事業 慶弔金等の支給、資金の貸付け、生命保険や損害保険の取扱い 

厚生事業 文化体育活動や余暇の活用に対する支援、直営保養所の管理運営 

購買事業 物品のあっせん等 

（注）事業主負担は令和５年度から廃止。 

 

 ＜参考＞ 

地方公務員法（抄） 

第42条 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹

立し、これを実施しなければならない。 

京都市職員厚生会条例（抄） 

第１条 本市の職員は、互助共済及び福利厚生の増進を図るため、京都市職員厚生会（以下

「厚生会」という。）を組織するものとする。 

 

※ 上記の事業内容等については、一般財団法人京都市職員厚生会のホームページにおいても

掲載しています（http://www.kyotocity-kouseikai.jp/）。 

 

http://www.kyotocity-kouseikai.jp/
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イ 京都市職員共済組合（令和５年４月１日現在） 

区 分 概 要 
組合員数 16,296 人 

掛金・負担金率 
短期 介護 福祉 

特別職 
その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 

掛 金 率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 50.44 50.44 8.80 8.80 1.54 1.54 

負担金率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

50.44 50.44 8.80 8.80 1.54 1.54 

掛金(*)・負担金率 
*厚生年金は保険料率 

厚生年金 退職等年金 経過的長期 

特別職 
その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 
特別職 

その他の

組合員 

掛 金 率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 

91.5 91.5 7.5 7.5 － － 

負担金率 
標準報酬月額 
標準期末手当等の額 132.4 132.4 7.5 7.5 0.099 0.099 

事
業
内
容 

長期給付事業 厚生年金（退職給付、障害給付、遺族給付）等の給付 

短期給付事業 
育児休業手当金、介護休業手当金、職員（組合員）及びそ

の被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡又は出

産に関する給付等 

福祉事業 
住宅貸付、災害貸付、人間ドック、がん検診、 
会員制福利厚生事業等 

（注）１ 掛金・負担金率は、千分比です。 

２ 負担金率は、公的負担及び調整負担金の料率を含みます。 

３ 掛金率、負担金率は、地方公務員共済組合連合会定款、京都市職員共済組合定款及

び関係法令により定められています。 

４ 介護掛金・負担金は、40歳以上 65 歳未満の組合員のみ対象となります。 

 

＜参考＞ 

地方公務員法（抄） 

第43条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者

の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的

とする共済制度が、実施されなければならない。 

地方公務員等共済組合法（抄） 

第３条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該

各号の地方公務員共済組合（略）を設ける。 

(略) 

五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(略)の職員(略) 

 

※ 上記の事業内容等については、京都市職員共済組合のホームページにおいても掲載してい

ます（https://www.city-kyoto-kyosai.or.jp/）。 

 

https://www.city-kyoto-kyosai.or.jp/
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⑵ 退職準備講座等の実施状況 

ア 退職準備のための講座 

種 別 対象者 目 的 

ライフプランセミナー 

（生涯生活充実講座） 

30～39 歳の 

職員で希望者 

退職まで十分時間がある中で、在職中

から退職後まで含めた今後の人生の生

活設計、家庭経済などについて考え

る。 

ライフプランセミナー 

（生涯生活充実講座） 

40～49 歳の 

職員で希望者 

在職中から退職後を展望した生活設計

が行えるよう、生きがい、健康管理、  

家庭経済などについて考える。 

ライフプランセミナー 

（退職準備講座） 

50～59 歳の 

職員で希望者 

残りの在職年数が約 10 年未満となる

中、退職後のより良い生活設計が行え

るよう、生きがい、健康管理、家庭経

済などについて考える。 

ニューライフセミナー 

（退職直前講座） 

60 歳年度職員

及び定年退職 

予定職員（以前

より定年が 65

歳の医師等） 

退職後の生活設計、健康管理、再就職

問題などについて考える。 

 

イ 広報誌の発行 

ライフプラン支援冊子「はつらつライフ」 
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（参考１）「京都市職員力・組織力向上プラン ３rd ステージ」の取組状況 

本市では、令和３年３月に策定した「京都市職員力・組織力向上プラン ３rd ステージ」

（令和３年度～令和７年度）に基づき、将来にわたって本市を支える「職員力」と、自律

的に新時代を切り拓く「組織力」の向上を目的として、「職員の育成」と「組織の活性化」

に取り組んでいます。 

引き続き、「京都市職員力・組織力向上プラン ３rd ステージ」に掲げる取組を着実に

推進することにより、職員一人ひとりが能力開発・人材育成・働き方改革に本気で取り組

む組織風土の構築に取り組んでいきます。 

 

「京都市職員力・組織力向上プラン ３rd ステージ」の主な取組状況 

１ 職員力 

方針１ 職員の能力を引き出す成長支援 

 取組１ ウィズコロナ時代の新たな時代を創造し、切り拓く職員の育成 
○実践的なマネジメント能力の向上を図るとともに、市政課題に対する考察等を通じ中核となる管

理職のリーダー群の形成を目指す「改革・創造を目指すリーダー研修」を実施。【R4 年度:14 人】 

 取組２ 個人の強みを組織力の強化に繋げられる取組の推進 
○目指すべき職員像に向かって能力の伸長を図ることを支援するための「キャリア開発研修」を実

施。（１級職員向け、２級職員向け、係長級職員向け） 
【R4 年度:１級:202 人、２級:243 人、係長級:176 人】 

 取組３ 持続可能な都市の実現のための経営的思考を持った職員の育成 
○経営者、有識者等による時宜に応じた内容の講座により、都市経営に関する知見を高めるため「都

市経営改革研修」を実施。【R4 年度:82 人】 
方針２ 意欲・意識の向上 

 取組１ 職員の働く意欲を高める取組の推進 

○局長・部長級の要職に女性を登用。係長級以上の職員に占める女性の比率は 23.0％（令和３年度

22.7％）と過去最高の水準。 

 取組２ コンプライアンス意識の維持 

○適正な服務の確保及び事務処理ミスの防止に向け、全職場を対象とした監察を逐次実施。【R4 年

度:実施箇所:62 所属】 

  

２ 組織力 

方針１ レジリエンスの高い組織と多様な働き方の構築（ウィズコロナへの対応） 

 取組１ 危機的な状況に柔軟かつ臨機応変に対応できる組織づくり 

○勤務時間外及び休日における災害発生時に、各区・支所の初期対策要員の確保が困難となること

を想定し、本庁職員の応援体制を整備。 

 取組２ 前例に捉われない挑戦・改革の風土のある組織づくり 

○業務改善や市民サービスの向上の取組を組織の隅々に広げていけるよう、積極的な提案を促すと

ともに、優れた提案に対して表彰を実施し、表彰された提案内容をイントラネットで公開。 

 取組３ 多様な働き方と生産性向上の意識が浸透した組織づくり 

○令和２年８月に在宅勤務制度を導入し、私物端末から職場イントラパソコンにリモートアクセス

する手法の導入（令和３年２月～）や、実施場所を自宅に限らず、コワーキングスペース等に拡充 
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する（令和３年７月～）など、職員が在宅勤務を実施しやすい環境を整備。 

方針２ 風通しよく、チーム力を発揮できる組織 

 取組１ コミュニケーションが充実し、個々人の強みを活かし、また弱みを補いあう職場づくり 

○新任の部長級、課長級に対する研修において、マネジメントに関する科目を実施【R4 年度:新任部

長級職員研修:36 人、新任課長級職員研修:99 人】 

 取組２ 安心して力を発揮できる環境づくり 

○労働基準法の改正の趣旨を踏まえ、年次休暇が１０日以上付与されている職員については、少な

くとも５日以上の取得を促進。 

方針３ 多様な職員の確保と能力発揮 

 取組１ 様々な強みや特性を有する職員の確保 

○令和２年度から、民間企業等職務経験者採用試験に、新たな試験区分として「ＩＣＴ・デジタル

枠」を設け、豊富な実務経験や専門知識を活かして活躍できる方の採用を進めている。また、外部の

専門人材をアドバイザーとして活用する等、複雑化・高度化した社会への対応を進めている。 

 取組２ 多様な全ての職員の活躍推進 

○令和２年６月に策定した「京都市障害者活躍推進計画」に基づき、合理的配慮の推進等による職

場定着の取組や、精神・知的障害をはじめ、障害のある方が、その意欲、能力等に応じて生きがいと

希望を持って働くことができる環境整備を推進している。 

○全ての職員が意欲をもって能力を存分に発揮できるよう、職務・職責や能力・実績に応じた人事・

給与制度への更なる転換を図るための見直しを実施する。 
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（参考２）「京都市職員コンプライアンス推進指針」の取組状況  

 本市では、職員の倫理の保持に向けた意識の高揚を図るために策定した「京都市職

員の倫理を確立するための行動規範（京都市職員倫理憲章）」に基づき、平成 21 年９月

に「京都市職員コンプライアンス推進指針」を定め、全 13 項目について、次のとおり

取組を進めています。 

取 組 内 容 
１ 公私にわたる高い倫理観の保持 

 ⑴ 京都市職員の倫理の保持に関する条例 
○ 利害関係者と飲食を共にする場合の届出や事業者などから贈与等を受けた場合の報告について、

任命権者への提出を義務付け 【R4:関係業者等対応届 466 件、贈与等報告書 25 件】 
⑵ 公務員倫理研修 
○ 新規採用職員、採用２年目職員、新任の主任級～部長級職員に対する研修において実施 
○ 「コンプライアンス推進月間」における職場研修において実施 
○ 全職員向けの公務員倫理に関する研修を実施 

２ 市民の目線に立った仕事への専念 

 ⑴ 全庁“きょうかん”実践運動 
○ 職場ごとにテーマを設定して業務改善に取り組む「きょうかんプロジェクト」を実施   
○ 職員の意識改革や働き方改革等に資する情報を職員応援情報誌「ＪＩＳマガジン」にて発信 
⑵ 信頼される市民応対 
○ 課長級以下の全職員（希望制）を対象に、市民目線で適切に対応するスキルの向上を図る「市

民応対能力向上研修」を実施 
○ 「局区等研修事業」により、局区等において、市民応対に関する研修を実施【R4: 268 回実施】 
○ 「市民応対向上月間」において市民応対をテーマとした職場討議を実施 
○ 新規採用職員を対象とした市民応対研修を実施 
⑶ 信頼される服装と身だしなみ 
○ 新規採用職員を対象とした市民応対研修を実施（再掲） 

３ 法令等を遵守した公正な職務執行 

 ⑴ 適正な業務遂行、⑵ 適正な服務の確保 

○ 全庁挙げてのコンプライアンス推進体制の構築 

・ 全庁“きょうかん”推進本部会議を開催 【R4:２回開催】 

・ 全庁“きょうかん”推進部会を開催 【R4:３回開催】 

・ 綱紀の厳正な保持等に関する通知を発出し、全部局の職員に周知 

○ 「コンプライアンス推進月間」の実施 【R4:実施期間：令和４年７月 15 日～９月 14 日】 

・ チェックシートに基づく自己点検や職場ミーティング等の実施 

・ コンプライアンスに関する研修を実施 

○ 適正な服務の確保及び事務処理誤りの防止に向けた監察を逐次実施【R4:実施箇所 62 所属】 

○ 外郭団体に対するコンプライアンスの徹底 

外郭団体におけるコンプライアンス推進対策会議」を書面で開催（令和５年２月７日） 

○ 地方自治法に基づく内部統制制度の構築 

・ 京都市内部統制推進部会の開催（令和４年５月 11 日、令和４年６月 17 日）   

＜懲戒処分件数＞  R2:３件 R3:２件 R4:11 件 ＜逮捕者数＞ R2:０人 R3:１人 R4:６人 
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⑶ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 

○ 要望等の記録や不正な要望等への適切な措置を講じることにより、公正な職務の執行を確保 

○ 「京都市公正職務執行審議会」を書面開催（令和５年１月 19 日） 

・ 不正な要望等の件数等を報告 

【要望件数 R4:5,241 件(うち不正な要望等に対して措置を講じたもの ５件)】 

⑷ 公益通報処理制度（内部通報） 

○ 公益通報処理窓口（コンプライアンス推進室内）及び通報相談員（弁護士）を置き、寄せられ

た通報について調査のうえ適切に対処 

【R4:内部通報の受付調査件数 15 件 (うち通報内容が事実であった件数 １件)】 

４ 市民への分かりやすい情報伝達と丁寧な説明 

 ⑴ 情報の積極的な開示と適切な管理 
○ 「情報セキュリティ対策強化月間」を実施（「コンプライアンス推進月間」と同時実施） 
・ 情報資産管理簿の点検を実施 
・ 情報システムの管理状況に係る一斉点検を実施 
・ 標的型メール攻撃に対する訓練を実施 
・ 操作ログ等を活用した情報システムの不正使用等の点検を実施 
・ イントラネットパソコンを利用した情報セキュリティ等の注意事項発信 
・ 情報セキュリティに関する研修を実施 

 

⑵ 誠実、丁寧で意を尽くした説明（説明責任） 

○ 全庁“きょうかん”実践運動を推進（２⑴参照）  
○ 「京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を適正に運用（３⑶参照） 
○ 新規採用職員研修、スキルアップ研修（採用３～５年目職員向け）、新任係長級職員研修及び新

任課長級職員研修において、「伝える力」の科目を実施 

５ 自己研鑽と絶え間ない改革の実践 

 ⑴ 自主的な業務改善（業務と組織の自己変革） 
○ 全庁“きょうかん”実践運動を推進（２⑴参照）  

 

⑵ 自己研鑽による能力向上と視野の拡大（職員の自己変革） 
○ 社会情勢を踏まえた職員力の向上に資する資格への支援を実施 

 【R4:支援対象資格 22 種類／資格取得支援実積 延べ 28 人】 

○ 自主的に研究活動を行う職員グループに対して、活動場所の支援や必要経費の一部を支援する

取組を「京都市職員自主研究会活動支援要綱」に基づき実施【R4:自主研究会登録数 10 団体】 
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（参考３）「障害者活躍推進計画」の取組状況 

本市では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、各任命権者で「障害者活躍推

進計画」を策定し、障害の有無や種別にかかわらず、誰もがいきいきと生活できる多様な

共生社会の実現の推進に向け、次のとおり、障害のある方の活躍の場の拡大等の取組を

進めています。 

 

１ 取組状況の公表機関 

市長部局等、消防局、交通局、上下水道局、教育委員会 

 

２ 障害者雇用率等 

⑴ 障害者雇用率（令和４年度） 

各任命権者における障害者雇用率は、以下のとおりです。 

（単位：％） 

任命権者別 障害者雇用率 法定雇用率 

市長部局 2.61 2.60 

消 防 局(※1) 2.53 2.60 

交 通 局(※2) 2.50 2.60 

上下水道局 3.22 2.60 

教育委員会 2.17 2.50 

※１ 消防局は、実雇用数 4 名に対し、法定雇用率に基づく雇用必要数も 4 名である（単純計

算では 4.1 名となるが、端数切捨）ため、法定雇用率は達成していると取り扱われる。 

※２ 交通局は、実雇用数 16 名に対し、法定雇用率に基づく雇用必要数も 16 名である（単純

計算では 16.6 名となるが、端数切捨）ため、法定雇用率は達成していると取り扱われる。 

 

⑵ 障害のある職員の定着率 

市長部局における障害のある職員の定着率は、以下のとおりです。 

（単位：％） 

 常勤職員(※3) 非常勤職員(※4) 

採用６箇月後 採用１年後 採用６箇月後 採用１年後 

４年度 100 100 100 —(※5) 

（参考）３年度 100 100 100 80 

※３ 「障害のある方を対象とする採用試験」により採用された者 

※４ 障害者手帳を取得後、本市の一般公募を経て、非常勤職員として採用された者 

※５ １年以上を任期とする非常勤職員の新規採用者なし 
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３ 主な取組内容 

⑴ 障害者の活躍を推進する体制整備（組織面・人材面） 

・ 障害者雇用の促進及び計画の円滑な実施を図る障害者雇用推進者の選任 

・ 障害のある職員の職業生活に関する相談・指導を行う障害者職業生活相談員の選

任及び相談窓口体制等の整備 

・ 「京都市版障害のある職員への合理的配慮ガイドブック」を作成し、職員に周知 

・ 障害者職業生活相談員による合理的配慮の提供や各所属での理解促進に関する職

員研修等の実施 

・ 厚生労働省及び人事院の「合理的配慮指針」、厚生労働省の「公的機関における障

害者への合理的配慮事例集」等の必要な情報の周知 

 

 ⑵ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出   

・ 合理的配慮に係る希望を踏まえ、施設の状況（多目的トイレ、スロープ等）を考慮

したうえでの、配属先の決定 

・ 所属長等と障害のある職員との定期的な面談等による業務遂行状況や習熟状況等

の確認、必要に応じた職場環境等の改善・検討と継続的に適切な職務の選定等の実施 

・ 新規採用１年目の障害のある職員等に対し、障害者職業生活相談員が適宜業務等

の状況確認を行うなど就労定着フォローを実施 

・ 京都市障害者職場実習や、実習後のチャレンジ雇用（会計年度任用職員）等の実施 

 

 ⑶ 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理（職務環境・募集・採用等） 

・ 障害の特性に配慮した業務遂行に必要な支援機器の導入（マウス補助具、画面拡大

ソフト導入のための研修受講等）や、必要な業務マニュアル及びチェックリスト等の

充実 

・ 新規採用の障害のある職員に対し、採用前のヒアリングや配置後の面談等での配

慮事項の把握や、継続的に必要な措置の実施 

・ 障害の特性に配慮した募集・採用の実施（点字受験案内の作成、拡大文字問題集で

の対応等） 

・ 職員採用試験において、令和２年度から、身体障害に加え、知的障害や精神障害の

ある方を受験対象とする受験要件の拡大 

・ 障害の特性を踏まえた多様な働き方を選択できるよう、より柔軟に勤務時間や業

務内容等を調整することが可能な会計年度任用職員Ａとしての雇用の拡大 

・ 早出遅出勤務制度、在宅勤務の実施等、柔軟かつ弾力的な働き方の推進 

・ 所属長等との人事評価面談等の定期的なヒアリングのほか、職員からの要望に応

じて、障害者職業生活相談員による面談の実施 

・ 障害のある職員が、その障害に起因する医療行為として行われるリハビリテーシ

ョンを受ける必要がある場合の病気休務の制度見直し 

・ 実務能力や専門性の向上を図るため、職員研修等の受講促進 



 
第Ⅱ部 

人事委員会における業務の状況 
 

「京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第３

条に基づき、京都市人事委員会が、市長へ報告するために作

成したものです。 
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まえがき 

京都市人事委員会は、地方公務員法に基づき京都市が設置した、中立的で独立した人事

行政の専門機関です。同法は、人事委員会に対して次の権限を与えており、当委員会は、

これらに基づく業務を行っています。 
１ 職員採用試験等の実施、人事行政について任命権者への報告・勧告等を行う権限 
２ 法律又は条例に基づき人事行政に関する規則を制定する権限 
３ 職員と任命権者との間に法律上の紛争が生じたときに審査・裁定等を行う権限 

 

第１章 職員の競争試験及び選考の状況 

第１節 採用試験等 

１ 採用試験の概要 

有為な人物を確保するため、面接試験に重点を置いた人物重視の採用試験を実施して

います。 

令和４年度は、表１－１のとおり採用試験を実施しました。 

令和４年度の主な取組として、一般事務職に関し、新たな受験者層を開拓するととも

に、効果的な試験制度について検討するため、これまで上級試験を実施していなかった

秋の時期に、試行的に上級Ⅰ＜秋季枠＞を実施しました。 
 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として上級Ⅰ＜京都方式＞にお

いて開始したＷＥＢ面接について、遠方からの受験者の負担軽減及び新規受験者の獲得

の観点から正式に導入することとし、同面接を上級Ⅰ＜一般方式＞等にも拡充しました。 
 加えて、自動車検査技師採用試験において、即戦力となる実務経験豊かな人物を採用

するため、受験資格の年齢要件を見直しました。 

２ 試験の周知と募集活動 

採用試験の周知活動として、市政の魅力を広くＰＲするため、採用パンフレットやホ

ームページ、ＳＮＳ等、多様な手法や媒体を通じた広報活動を展開しました。とりわけホ

ームページにおける情報発信の充実を図るため、本市の魅力等を視覚的に分かりやすく

まとめた「採用ピッチ資料」や技術職プロモーション動画の製作・掲載に取り組みまし

た。 
 また、本市に興味がある学生や就職希望者に対する周知活動として、大学における説

明会や合同企業説明会等の場に積極的に参加・出展するとともに、本市主催の事業とし

て、対面とオンラインを併用した業務説明会や座談会、技術職を対象とした現場見学会

等を開催しました。 
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表１－１ 令和４年度採用試験実施結果 

 

（注） 性別については「任意記入」としているため、男性と女性の合計が計の数値と一致しない場合があります。                                                                                                                                

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

行政
＜京都方式＞

419 491 911 357 440 798 27 33 60 13.3

行政
＜一般方式＞

216 175 392 178 150 331 43 49 92 3.6

行政
＜氷河期＞

209 159 376 165 133 305 2 8 10 30.5

行政
＜秋季枠＞

135 105 247 93 74 172 10 8 18 9.6

福祉 9 23 32 4 18 22 0 8 8 2.8

土木＜先行枠＞ 57 17 74 46 13 59 26 8 34 1.7

土木 20 5 25 12 1 13 5 0 5 2.6

建築 15 10 25 10 5 15 5 4 9 1.7

電気 10 1 11 5 1 6 1 1 2 3.0

機械 7 0 7 7 0 7 2 0 2 3.5

化学 5 3 8 3 2 5 3 0 3 1.7

造園 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1.0

畜水産（畜産） 16 33 49 14 30 44 0 1 1 44.0

農業 4 3 7 3 3 6 1 0 1 6.0

農林整備 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1.0

環境 5 2 7 4 2 6 1 1 2 3.0

消防職 Ａ 191 16 207 154 14 168 23 4 27 6.2

上級Ⅱ 一般事務職 19 11 30 14 9 23 1 0 1 23.0

一般事務職 18 13 31 14 12 26 4 3 7 3.7

土木 7 2 9 7 1 8 5 1 6 1.3

建築 2 0 2 1 0 1 0 0 0 －

電気 0 0 0 － － － － － － －

機械 0 0 0 － － － － － － －

土木保全 7 1 8 5 1 6 1 0 1 6.0

134 12 146 108 11 119 21 0 21 5.7

82 79 163 62 68 131 2 6 8 16.4

0 0 0 － － － － － － －

293 147 444 231 125 357 22 13 35 10.2

53 11 64 38 10 48 7 0 7 6.9

土木 5 1 6 3 0 3 2 0 2 1.5

建築 12 5 18 10 5 16 2 1 3 5.3

電気 11 0 11 7 0 7 0 0 0 －

機械 9 0 9 7 0 7 3 0 3 2.3

2 40 42 2 37 39 1 23 24 1.6

7 5 12 6 5 11 3 4 7 1.6

1 3 4 1 3 4 1 1 2 2.0

5 13 18 4 10 14 1 5 6 2.3

1 34 35 1 25 26 0 12 12 2.2

Ａ 22 0 22 21 0 21 7 0 7 3.0

Ｂ 0 0 0 － － － － － － －

一般事務職（6月） 12 10 24 10 8 20 0 2 3 6.7

学校事務職（6月） 12 2 15 9 2 12 1 0 1 12.0

一般事務職（9月） 22 14 38 17 10 29 1 1 2 14.5

学校事務職（9月） 11 10 21 9 7 16 0 1 1 16.0

46 2 48 37 2 39 7 0 7 5.6

障害のある方

総合環境推進員

免許・
資格職等

 自動車検査技師

 保健師

 薬剤師

 獣医師

 心理職員

 保育士

中級
一般技術職

 消防職

 学校事務職

経験者

青年海外協力隊等（一般事務職）

民間企業等職務経験者（一般事務職）

民間企業等職務経験者（一般事務職）

＜ICT・デジタル枠＞

民間企業等職務
経験者

（一般技術職）

試験区分・職種
申込者数 受験者数 最終合格者数

最終倍率

上級Ⅰ

一般事務職

一般技術職
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３ 採用選考 

地方公務員法においては、職員の採用は、原則として競争試験によるものとされてい

ますが、当委員会が承認した場合には、選考による採用を行うことができます。 

令和４年度の状況は、表１－２のとおりです。 
 

表１－２ 令和４年度採用選考の状況         （単位：人） 

免許・資格職 
（医師等） 

専門職 

（文化財保護技師等） 

特別選考職 
（係長以上の職等）  計 

3 0 7 10 

 

第２節 昇任選考 

１ 昇任選考 

昇任とは、職員を現に在職する職より上位にある職に任命することをいいます。本市

においては、当委員会の定める昇任選考基準に該当する者のうち、市長等から申請のあ

った者について当委員会が選考を行っています。 

令和４年度の状況は、表１－３のとおりです。 

 

表１－３ 令和４年度昇任選考の状況             （単位：人） 

昇任させる職 事務・技術職等（消防職を除く）  昇任させる職 消防職 

局 長 級 16 消 防 司 監 0 

部 長 級 54 消 防 正 監 3 

課 長 級 96 消 防 監 7 

課長補佐級 1 消防司令長 27 

係 長 級 155 消 防 司 令 42 

合   計 322 消防司令補 4 

 消防士長 0 

合   計 83 
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２ 係長能力認定試験 

能力ある職員の抜てき及び早期育成、職員各自の自己研さんと能力開発の機会の提供、

組織の活性化の推進等を目的として、係長能力認定試験を実施しています。 

令和４年度の実施状況については、表１－４のとおりです。 

 

表１－４ 令和４年度係長能力認定試験実施状況 

 

（注） 一般事務職は、筆記によるＡ試験（法的知識を問う試験）及びＢ試験（市政や一般知識を問          

う試験）の両方の合格が必要です。Ｂ試験の受験には２級在級年数が１年６月以上必要ですが、

Ａ試験は在級年数にかかわらず 25歳から受験ができます。 

 

  
 

  

男性 女性 計 男性 女性 計

Ａ・Ｂ試験 54 25 79

（Ａのみ合格） (17) (7) (24)

Ａ試験 138 98 236 54 32 86 2.7

175 22 197 22 4 26 7.6

8 5 13 1 2 3 4.3

7 10 17 0 3 3 5.7

受験者数（人） 合格者数（人）
最終倍率
（倍）

265 100 365 4.6

免許・資格職

学校事務職

一般事務職

一般技術職
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第２章 給与、勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

第 1 節 給与等に関する報告及び勧告 

１ 給与等に関する報告及び勧告とは 

地方公務員は、地方公務員法により労働基本権が制約されており、民間企業の従業員

のように労使交渉等によって給与その他の勤務条件を決定することができないため、そ

の代償措置として、人事委員会による給与等に関する報告・勧告制度が設けられていま

す。 

人事委員会は、地方公務員法に定める「情勢適応の原則」を踏まえ、地方公務員の給与

を民間給与と均衡させること（民間準拠）を基本に、国や他の地方公共団体等との均衡も

考慮のうえ、給与に関する報告・勧告を行うとともに、勤務時間その他の勤務条件につい

ても研究を行い、必要な措置について議会及び長に報告・勧告することとされています。 

なお、給料表に関しては、毎年少なくとも１回、現行給料表が適当であるかどうかにつ

いて報告するものとされています。そのうえで、給与を決定する諸条件の変化により、給

料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、併せて勧告すること

とされています（90 ページ「給与勧告の仕組み」参照）。 

 

２ 令和４年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要  

⑴ 報告及び勧告日 令和４年９月 12 日（月） 

 

⑵ 報告及び勧告の内容 

ア 本市職員の給与と民間給与との比較 
(ア) 月例給 

令和４年４月現在の本市職員の給与は、民間給与を 108 円（0.03％）下回ってい

ました。また、給料の減額措置により令和４年４月に実際に支給された本市職員の

給与は、民間給与を 10,034 円（2.61％）下回っていました。 

 

表２－１ 令和４年４月分の本市職員の給与と民間給与との較差（事務・技術職員）  

民間の給与 

(Ａ) 

職員の給与 

(行政職(一) 

適用相当職)(Ｂ) 

較   差 

(Ａ)-(Ｂ)=(Ｃ) (Ｃ)/(Ｂ)×100 

395,015円 
394,907円 108円 0.03％ 

384,981円 10,034円 2.61％ 

（注）比較の対象とした者には、令和４年度の新規採用者は含まれていません。 

  職員の給与及び較差の欄の表示について、上段は減額前の額、下段は減額後の額です。 
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(イ) 特別給 

本市職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、市内の民間事業所の特別

給の支給月数を 0.12 月分下回っていました。 

 

表２－２ 市内民間事業所の特別給の支給状況 

平均所定内給与月額 
下半期（Ａ１） 380,293 円 

上半期（Ａ２） 383,681 円 

特別給の支給額 
下半期（Ｂ１） 813,865 円 

上半期（Ｂ２） 875,252 円 

特別給の支給割合 

下半期（Ｂ１／Ａ１） 2.14 月分 

上半期（Ｂ２／Ａ２） 2.28 月分 

年間 4.42 月分 

(参考)  

本市職員の支給月数 年間 4.30 月分 

（注） 下半期とは令和３年８月から令和４年１月まで、上半期とは令和４年２月から令和

４年７月までの期間をいいます。 

 

イ 給与の改定 

月例給については、職員給与と民間給与との較差が 108 円（0.03％）と極めて小さ

く、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、改定を行うこ

とは適当でないと判断しました。 

期末手当及び勤勉手当については、本市職員の年間支給月数が、市内民間事業所で

支払われた特別給の支給月数を下回っており、0.10 月分引き上げ、4.40 月分とする

ことが適当であると判断しました。改定に当たっては、令和４年の人事院勧告及び市

内民間事業所における特別給の支給状況を勘案し、勤勉手当の支給月数を引き上げる

ことが適当であると判断しました。 

初任給については、市内民間事業所の初任給水準及び本年の人事院勧告を踏まえ、

有為な職員を確保する観点から、本市職員の初任給を改善する必要があると判断しま

した。 

 

ウ 人事管理に関する課題 

人事管理に関する課題については、以下の点を報告しました。 

(ア) 職員の確保、育成及び組織力の向上 
ａ 多様で有為な職員の確保 

国や他の地方公共団体、民間企業等との競合が厳しさを増す中、国等の動向も

注視しながら、職員採用試験の在り方について、時代の潮流に合わせた柔軟な視

点で検討を進めていく。また、早くから本市を就職先の選択肢の一つとして考え

てもらえるよう、引き続き、積極的な広報活動を展開するとともに、就職活動時

期を迎える以前の大学生に対する、早期段階からのアプローチについても検討を

進める。 
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ｂ 職員の育成等 
職員の意欲と能力を十分に引き出し、組織として最大限のパフォーマンスを発

揮するためには、職員の能力、適性等を考慮した計画的な配置・育成や、人事評

価の任用、給与等への更なる活用が求められる。また、職員の能力開発等への意

欲を引き出すためには、キャリアを自律的に考えることが重要であり、これを一

層促進するための取組が求められる。併せて、管理職員には、職員の就業意識等

の変化を踏まえた適切な助言や指導などが求められる。 
ｃ 多様な職員の活躍 

女性職員の活躍を更に促進するための取組や、障害者雇用の促進等に向けての

継続した取組を求める。また、職員がいきいきと働ける職場づくりを進めるため

には、職員一人ひとりが性の多様性について正しい知識を持ち、理解を深めてい

くことが重要であり、引き続きの取組が求められる。 
 

(イ) 職員の勤務環境の整備等 
ａ 長時間労働の是正 

(a) 新型コロナウイルス感染症への対応等について 
感染症対応業務については、様々な対策が講じられ、時間外勤務の抑制が一

定図られているが、依然として長時間に及ぶ過酷な時間外勤務が発生しており、

引き続き、あらゆる手段を検討しながら不断の対策に取り組む必要がある。ま

た、同業務に限らず、特定の職員のみを「特例業務」に従事させ続けることの

ないよう、引き続き、速やかに要因の検証等を行い、必要な措置を講じていか

なければならない。 

(b) 時間外勤務の縮減に向けて 
局長級をはじめとする管理職員による強いリーダーシップの下、前例に捉わ

れない事業・業務の見直しなど、働き方改革の取組を着実に推進するとともに、

引き続き、業務量に応じた適切な人員配置を行うことが求められる。このほか、

組織内部のみでは業務量や実施時期等の調整が困難なものについては、関係機

関等の理解・協力を得ながら、今後も時間外勤務の縮減に向けた取組を進める

ことが必要である。 

( c ) 労働時間の適正な把握の徹底 
職員の労働時間を適正に把握することは、長時間労働是正のための大前提で

あるとともに、職員の健康管理という点においても重要であり、引き続き、管

理職員による適正な把握を徹底する必要がある。 
ｂ 職員の健康確保 

任命権者においては、安全配慮義務を適切に履行することが求められ、特に長

時間勤務職員については、労働安全衛生法に基づき、健康確保に係る措置を適切

に実施する必要がある。また、「ストレスチェック」の受検徹底や当該結果の活用

など、メンタルヘルスケアの取組を適切に講じる必要がある。 
ｃ 柔軟な働き方の推進 

テレワークや早出遅出勤務など、柔軟な働き方は、職員の能力発揮や公務能率

の向上、職員の確保等にも資するものであり、推進していくことが求められる。
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また、一層の推進に向けては、国における柔軟な働き方に対応した勤務時間制度

等の在り方の検討状況等を注視しつつ、必要な研究等を行うことが求められる。 
ｄ ハラスメントの防止 

パワーハラスメントをはじめとするハラスメントの防止に向けて、理解の促進

を図るなどの対策を講じていくとともに、事案が発生してしまった場合における

組織的な再発防止に取り組み、快適な職場環境の形成を進めていく必要がある。 
ｅ 学校現場における働き方改革の推進 

教員の長時間勤務が全国的な課題となる中、引き続き、学校と教育委員会、保

護者・地域が一体となって働き方改革の取組を推進するとともに、教員の在校等

時間の適正な把握を徹底する必要がある。 
ｆ 様々な任用・雇用形態の職員 

本市には市政の重要な担い手として、様々な任用・勤務形態の職員が多く存在

しており、引き続き、これら全ての職員がいきいきと意欲を持って働き、存分に

力を発揮することができる勤務環境や勤務条件の確保に努める必要がある。 
 

(ウ) 仕事と生活の両立支援 
育児や介護等、様々な事情を有する職員に対して、引き続き、両立支援の取組を

積極的に推進する必要がある。また、男性職員の育児休業について、令和４年８月

の本市条例改正を契機に、一層の取得促進が期待される。 

 

(エ) 公務員倫理の確保と再徹底 

任命権者においては、局長級職員の倫理保持義務違反に係る懲戒免職処分事案等

の発生を重く受け止め、改めて、職員一人ひとりが全体の奉仕者として公私にわた

って高い規範意識を持つよう、公務員倫理の確保とその再徹底を強く求める。 

 

エ 定年の引上げ及び人事給与制度に係る取組 
定年の引上げにより、高齢層職員の活躍が期待される一方、在職期間が長期化し、

年齢構成が高齢化するため、若手・中堅職員も含めた全ての職員が意欲を持って能力

を発揮し続けられるよう取り組むことが極めて重要となる。 

また、今後においても、国や他の地方公共団体、民間企業等との有為な人物の確保

に向けた競合が見込まれることや、国における、一人ひとりが躍動できる公務組織の

実現に向けた国家公務員の給与制度の動向等を踏まえ、本市においても、職員が意欲

をもって能力を発揮し続けられる、活力と魅力のある組織へと発展させていく必要が

ある。 

そのためには、人事評価制度の更なる活用など、職員の育成と組織の活性化に一層

資する制度運用の推進、職務・職責や能力・実績をより的確に反映した給料表構造や

昇任・昇格基準等の見直しを進めるとともに、組織の適切な新陳代謝の確保、高齢層

職員の能力や経験等を活かせる勤務環境の整備や任用等についても取り組んでいく

必要がある。 
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注 < >内の数値は、令和４年４月時点の状況です。 

給 与 勧 告 の 仕 組 み

京都市職員 （事務・技術職員） と民間の給与を比較

 

特別給の 
支給状況 

前年  ８月から 
当年 ７月まで 

職 種 別 民 間 給 与 実 態 調 査  職 員 給 与 等 実 態 調 査

民 間 給 与 の 調 査 京 都 市 職 員 給 与 の 調 査

任命権者、職員団体等の

要望・意見 

 ・生計費 
 ・国家公務員の給与 
 ・他の地方公共団体 
  の職員の給与 
 ・その他の事情 

市    会 

企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の
市内民間事業所を無作為抽出し、訪問調査。

< 調査対象 573事業所中、 149 事業所を調査 >

仕事の種類、役職段階、学歴及び年齢を同じく 
するもの同士の給与を比較    

京都市職員の個人別給与を調査 
対象：市長部局、市会事務局、各行政委員 
  会等事務局、消防局及び京都市立学校･ 
  幼稚園に属する一般職の常勤職員で、 

当年４月１日に在職する者 
 

市   長
（勧告の取扱いを決定）

４ 月分給与 
(事務・技術職員)
 ＜5,706 人＞ 

給与改定や
諸手当支給等 
 の状況 

事業所別調査 従業員別調査 

民間の特別給の 
年間支給割合
との比較 

情勢適応の原則及び均衡の原
則(民間準拠)にのっとり、給
料表及び手当の改定内容を検
討して決定 
 

人 事 委 員 会 勧 告

給 与 条 例 改 正 

地方公務員法

第５条第２項

に基づく人事

委員会に対す

る意見照会及

び回答 

給与条例改正案提出 
 

４月分給与

(事務・技術関係職種) 
  ＜8,692 人＞ 
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第２節 給与等に関する調査 

１ 職種別民間給与実態調査 

職員の給与を検討するため、人事院及び全国の人事委員会が共同して、毎年４月現在

における民間給与の実態を調査するもので、企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以

上の事業所が対象となっています。 

なお、令和４年調査では、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮して、病院は

調査対象外としました。 

本市における令和４年職種別民間給与実態調査の概要は、表２－３のとおりです。 

 

表２－３ 令和４年職種別民間給与実態調査の概要 

調査期間 令和４年４月 25 日から同年６月 17 日まで 

調査対象事業所 573 事業所 

調査事業所 調査対象事業所の中から層化無作為抽出法（注）により抽

出した 154 事業所のうち調査対象外と判明した事業所を除

く 149 事業所 

調査完了事業所 130 事業所（完了率：87.2％） 

調査実人員 9,378 人（うち事務・技術関係職種 8,692 人） 

（注） 調査対象事業所を産業、規模等によって層化（グループ分け）し、所定の抽出率を用いて、

これらの層から調査事業所を無作為に抽出する方法をいいます。 

２ 職員給与等実態調査 

令和４年４月１日に在職する本市職員のうち、民間従業員の給与との比較を行った職

員の給与等の状況は、表２－４のとおりです。 

 
  表２－４ 令和４年職員給与等実態調査の結果の概要 

項 目 結  果 項 目 結  果 

給    料 
335,864 円 

人 数  5,706 人 
325,938 円 

扶 養 手 当 9,309 円 平 均 年 齢       41.7 歳 

管 理 職 手 当 6,516 円 平均勤続年数       17.3 年 

地 域 手 当 35,258 円 男女別 

構成比 

男       63.3 ％ 

住 居 手 当 7,939 円 女 36.7 ％ 

単身赴任手当（基礎額） 21 円 

学歴別 

構成比 

大学卒       79.2 ％ 

合 計      
394,907 円 短大卒        5.9 ％ 

384,981 円 高校卒       14.2 ％ 

 中学卒 0.6 ％      

 （注） 表中の給料及び合計の項の表示について、上段は減額前の額であり、下段は減額後の額です。 
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第３章 勤務条件に関する措置の要求の状況 

措置要求の制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、職員から適切な措置を求

める要求があった場合に、人事委員会が必要な審査を行ったうえで判定を行い、その結

果に基づき、人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し、その他の事項につ

いては権限を有する機関に対して必要な勧告を行うことにより、事案の解決に当たるも

のです。 
この制度は、労働基本権を制約されている職員が勤務条件の積極的な改善と適正化を

求めることを保障し、労働基本権制約の代償的機能を果たすためのものです。 
令和４年度は、前年度から繰り越した要求及び新たに受け付けた要求はありませんで

した。 
 

第４章 不利益処分に関する審査請求の状況 

不利益処分に関する審査請求とは、職員が懲戒処分や意に反する降給、降任、休職、免

職等の不利益処分を受けたとして審査を請求した場合に、人事委員会が、その事案を審

査し、その結果に基づき、処分を承認し、修正し、又は取り消す裁決を行うものです。ま

た、人事委員会は、必要がある場合においては、任命権者に当該職員が受けるべきであっ

た給与等を回復するために必要かつ適切な措置をさせるなど、当該職員が処分によって

受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うことができます。 
令和４年度は、前年度から繰り越した事案及び新たに提起された事案はありませんでし

た。 
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(参考) 職員からの苦情相談の状況 

職員からの苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出

及び相談があった場合に、人事委員会が申出人に対し助言等を行うほか、任命権者に対

し指導、あっせんその他の必要な措置を行うことにより、職員が意欲を持って、安心して

職務に専念できるようにし、公務能率の維持・向上を図るものです。 

令和４年度の苦情相談の件数は９件であり、その状況は次のとおりです。 

なお、苦情相談の件数については、相談があったもののうち、制度の要件に合致しない

が、可能な範囲で説明、助言等を行ったものを含みます。 

 

 

表(参考)－１ 令和４年度苦情相談の内容別件数(重複あり) 

内容区分 件数 

任用関係 0 

勤務時間、休暇、服務、倫理等関係 3 

健康安全等関係 1 

給与関係 0 

セクハラ 0 

パワハラ 4 

その他のハラスメント等 0 

公平審査手続関係 0 

人事評価関係 0 

その他 2 

計 10 

 

表(参考)－２ 令和４年度苦情相談の処理区分 

処理区分 件数 

苦情相談制度説明 0 

事情聴取 0 

事情聴取し、説明・助言 1 

任命権者に伝達 2 

任命権者から事情聴取し、結果を相談者に連

絡 
3 

任命権者を指導し、結果を相談者に連絡 1 

あっせん 0 

打切り 0 

その他 1 

継続中 1 

計 9 

 



 

地方公務員法（抄） 

 

 

昭和 25 年 12 月 13 日 

法律第 261 号 

 

（等級等ごとの職員の数の公表）  

第 58 条の 3 任命権者は、第 25 条第 4 項に規定する等級及び職員の職の属

する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告し

なければならない。  

2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表

しなければならない。 

 

 

京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 

 

平成 17 年 3 月 25 日 

条例第 41 号 

  

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方公務員法第 58 条の 2 の規定に基づき、人事行政

の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 

(人事行政の運営の状況の報告) 

第 2 条 任命権者は、毎年８月３１日までに、市長に対し、職員（臨時的に

任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号

に掲げる職員及び京都市職員の定年等に関する条例第 12 条の規定により

採用された職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項を

報告しなければならない。 

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況 

(2) 職員の人事評価の状況 

(3) 職員の給与の状況 

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(5) 職員の休業に関する状況 

(6) 職員の分限及び懲戒の状況 

(7) 職員の服務の状況 

(8) 職員の退職管理の状況 

(9) 職員の研修の状況 

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(11) その他市長が必要と認める事項 

 

 



 

(人事委員会の業務の状況の報告) 

第 3 条 人事委員会は、毎年 8 月 31 日までに、市長に対し、次に掲げる事

項を報告しなければならない。 

(1) 職員の競争試験及び選考の状況 

(2) 給与、勤務時間その他勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況 

(人事行政の運営の状況の概要等の公表) 

第 4 条 市長は、前 2 条の規定による報告を受けたときは、毎年 10 月 31 日

までに、第 2 条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定

による報告を公表しなければならない。 

2 前項の公表は、市役所の掲示場に掲示して行う。ただし、市長が必要と

認めるときは、これに代えて、次の各号のいずれかの方法によって行うも

のとする。 

(1) インターネットの利用 

(2) 区役所その他の本市の事務所の掲示場への掲示 

(3) 前号に掲げる場所のほか、本市の庁舎又はその敷地の公衆の見やすい

場所への掲示 

(委任) 

第 5 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則(平成 27 年 3 月 27 日条例第 57 号) 抄 

 (施行期日) 

 1 この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

    附 則(平成 28 年 3 月 30 日条例第 46 号) 

  この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 3 月 29 日条例第 130 号) 抄 

この条例は、平成 32 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 29 日条例第 30 号) 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 4 年 12 月 23 日条例第 25 号) 抄 

(施行期日) 

第1条   この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。（後略） 

（京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

第 16 条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、第 10 条の規定による改正後の京都市人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例第 2 条の規定を適用する。 

 

  



 

京都市職員の倫理の保持に関する条例（抄） 

 

 

平成 12 年 3 月 30 日 

条例第 65 号 

 

(市議会への報告) 

第 13 条 市長は、毎年、市議会に職員の職務に係る倫理の保持に関する状

況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について報告しな

ければならない。 

 

 

 

京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例（抄） 

 

 

平成 19 年 6 月 8 日 

条例第 3 号 

 

 (市会への報告及び公表) 

第 14 条 市長は、毎年、第 8 条の規定により実施機関等に提出された書面

に係る要望等の件数及びその概要、第 9 条第 1 項の規定により実施機関等

が講じた措置等について、市会に報告するとともに、公表するものとす

る。 

（行財政局人事部人事課） 

 

 

 

 


